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□  書類の提出等の窓口について 

 
 ○ 特定非営利活動法人(ＮＰＯ法人)の所轄庁は、その主たる事務所が存在する都道府県の知事（政令指定都

市のみに事務所を置く法人にあっては政令指定都市の市長）となります。 

 

 ○ 藤沢市は、平成２５年４月１日から特定非営利活動法人の設立認証等に係る事務を神奈川県から移譲さ

れ、藤沢市域のみに事務所を置く法人の認証、役員変更等の届出や事業報告書等の受理、監督等の事務を

行います。 

 

 ○ 特定非営利活動法人設立の認証申請書や法人成立後にご提出いただく書類の様式、提出書類の閲覧・公

開等については、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市で異なります。この冊子では、藤沢市へ

の申請等についてご案内します。 

   神奈川県や他市への申請等については、それぞれのホームページ等でご確認ください。 

 

 

 
  

 

＜略 称 一 覧＞ 

 

この案内書では、次の略称を使用しています。 

 

法 ・・・特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号） 

条 例・・・特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年神奈川県条例第３７号） 

規 則・・・藤沢市特定非営利活動促進法施行細則(平成２４年藤沢市規則第８５号） 

 

（法・条例・規則については、令和３年１０月１日現在のものを掲載しています。） 
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１ 法人制度のあらまし 
■特定非営利活動とは（法第２条第１項） 

○「特定非営利活動」とは、法で規定された１９種類の活動に該当する活動をさし、不

特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。 

１９種類の活動は次のとおりです。 

 

■特定非営利活動法人 
□ 特定非営利活動法人の定義(法第２条第２項)  

○「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次のい

ずれにも該当する団体で、この法の定めるところにより設立された法人をいいます。 
(1) 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること 

① 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと 

② 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の 3 分の 1 以下であること 

(2) その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること 

① 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる

目的とするものでないこと 

② 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とす

るものでないこと 

③ 特定の公職の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするも

のでないこと 

 

□ 所轄庁 (法第９条) （→P61 参照） 
  ○ 特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事(政

令指定都市のみに事務所を置く法人にあっては政令指定都市の市長)となります。   

※  神奈川県では、政令指定都市（横浜市、川崎市、相模原市）及び藤沢市の各市域のみに事務所を

置く法人の各種認証、各種届出書や事業報告書等の受理、監督等の事務は、各市で行います。 

 ① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

 ② 社会教育の推進を図る活動 

 ③ まちづくりの推進を図る活動 

 ④ 観光の振興を図る活動 

 ⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

 ⑦ 環境の保全を図る活動 

 ⑧ 災害救援活動 

 ⑨ 地域安全活動 

 ⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

 ⑪ 国際協力の活動 

 ⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

 ⑬ 子どもの健全育成を図る活動 

 ⑭ 情報化社会の発展を図る活動 

 ⑮ 科学技術の振興を図る活動 

 ⑯ 経済活動の活性化を図る活動 

 ⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

 ⑱ 消費者の保護を図る活動 

 ⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助

の活動 
 

Ⅰ 法人制度の概要 
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□ 特定非営利活動法人設立認証の基準(法第１２条第１項) （→P62 参照） 

○ 所轄庁は、次の基準を満たす場合、法人の設立認証をします。 
① 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること 

② 上記(法第２条第２項)の特定非営利活動法人の定義に該当すること 

③ 暴力団でないこと、暴力団やその構成員（暴力団の構成員でなくなった日から

５年を経過しない者を含む。）の統制の下にある団体でないこと 

④ 10 人以上の社員を有するものであること 

 

■ 法人の運営上の基本的ルール 
□ 役員の選任(法第１５条、第２０条、第２１条) （→P64・65 参照） 

○ 役員として、理事３人以上、監事１人以上を置く必要があります。 

○ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等の刑を執行され２年を経過

しない者等の欠格事由に該当する場合は、役員になることができません。 

○ 役員の親族等の人数については、一定の制限があります。 

 

□ 法人の会計 (法第２７条) （→P66 参照） 

○ 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳する必要があります。 

○ 活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実

績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとする必要があります。 

○ 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度年継続して適用し、み

だりにこれを変更することができません。 

 

□ その他所轄庁への申請・届出 (法第２３条、第２５条、第３１条、第３４条など) 

（→P49 参照） 

○ 法人成立後にも、定款の変更や役員の変更などを行う場合には、所轄庁に申請又

は届出をする必要があります。 

・役員の変更届出、定款の変更認証申請又は届出、法人の解散認定申請又は届出、

法人の合併認証申請 など 

 

□ 事業報告書等の備置き・閲覧 (法第２８条、第２９条) （→P67・68 参照） 

○ 法人は、毎事業年度、事業報告書、活動計算書などの書類を作成し、定款などと

ともに関係者が閲覧できるよう法人の事務所に備え置く必要があります。 

  また、所轄庁にもこれらの書類を提出する必要があります。 

○ 提出された書類は、所轄庁でも閲覧することができます。（裏表紙参照） 

 

□ 所轄庁による監督 (法第４１条～第４３条) （→P69 参照） 

○ 法人が法令や定款などに違反する疑いがあると認められる相当な理由があると

きは、所轄庁は、その法人に対し、①報告徴収、②検査、③改善命令、④設立認証

の取消しをすることができることになっています。 

 

□ 税制上の扱い (法第７０条、第７１条) （→P71 参照） 

○ 法人税及び法人事業税については、法人税法上の収益事業(法人税法施行令第 5

条第 1 項に掲げられている 34 業種。以下同じ。)の所得に対しては課税されますが、

それ以外の事業の所得は非課税となっています。 

○ 法人住民税(県民税・市町村民税)については、法人税法上の収益事業を行ってい

る場合は均等割と法人税割が課税され、法人税法上の収益事業を行っていない場合

は均等割のみが課税（この場合、藤沢市では減免制度があります。）されます。 

※ 所轄庁の認定を受けた認定特定非営利活動法人に対して寄附を行った個人又は法人

について、所得税又は法人税等の特例措置があります。   
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★法人成立までの主な流れ 

 

次のページに記載する申請書類のうち、② 定款、③役員名

簿、⑧ 設立趣旨書、⑩ 事業計画書 2 か年分、⑪活動予算書 2

か年分 は事前相談時に必ずご用意ください。 

 

設立総会を開いて法人設立についての意思決定をします。 

また、設立の趣旨、定款、事業計画、活動予算、役員の選任

等の必要事項は、設立総会において決定します。 

 

法人設立認証の申請書類を藤沢市長（市民自治推進課）に提

出します。（申請に必要な書類は、次ページでご確認ください。） 

 

              

 

 

＜インターネット公表＞藤沢市は、申請書類の受理後、申請の

あった年月日、申請された法人の名称、主たる事務所の所在地、

役員名簿（住所又は居所を除く）を認証又は不認証 の決定が

なされるまでの間、藤沢市ホームページで公表します。 

＜縦覧＞また、申請書類のうち、②定款、③役員名簿（住所又

は居所を除く）、⑧設立趣旨書、⑩事業計画書２か年分、⑪活

動予算書２か年分を、２週間、市民自治推進課において縦覧す

るとともに、縦覧書類は、藤沢市ホームページでも公表します。 

       

  

 

藤沢市は、申請書受理日から２か月半以内（縦覧期間の終了

後２か月以内）に、認証又は不認証の決定をし、窓口にて書面

を交付します。 

 

認証の決定を受けた日から２週間以内に法務局で法人設立

登記をする必要があり、この登記によって法人が成立します。 

              参考：法務省ホームページ 

                〔https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/houjin4.html#f_heading3〕 

 

                 登記完了後、「登記事項証明書」等を添付して、設立登記完 

了届出書を藤沢市長(市民自治推進課)に提出します。 

１ 藤沢市域のみに事務所を置く特定非営利活動法人の設立認証申請を行う場合の提出書 

類の標準的な作成方法についてご案内しています。 

２ 申請書類の作成に関するご相談やご質問、申請に必要な書類の有無の確認をするなどの

事前相談を実施しております。事前相談については、予約制とさせていただいております

ので、相談予定日の２～３週間前までにご予約ください。 

（予約先 市民自治推進課 ０４６６－５０－３５１６） 

３ 提出書類は、官公署が発給した文書以外は、日本工業規格Ａ４に統一してください。 

公表 

審   査 
(申請受理日から２か月半以
内、縦覧終了後２か月以内) 

２
週
間 

事 前 相 談             

法 人 設 立 認 証 の 申 請 

法人の設立の意思決定             

認 証 不 認 証 

設 立 登 記             

設立登記完了届出書の提出 

申請受理  

２
か
月
以
内 

〔http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kurashi/shimin/npo/index.html〕 

Ⅱ 法人設立手続の概要 

受
理
日
か
ら 

２
週
間 

縦 覧 
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 1 法人の設立認証申請 
○ 設立認証に必要な書類は、以下のとおりです。 

  申請書類ができあがったら、６ページのチェックリストで確認のうえ申請してください。 

○ ８ページから、提出書類の記載例をご案内します。（⑤各役員の住所又は居所を証する書面

を除きます。） 

 

書類名 提出部数 記載例 

① 設立認証申請書(規則に第 1 号様式として定められているものです｡) １部 8 ページ 

② 定款 ２部 9 ㌻以降 

③ 
役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬

の有無を記載した名簿） 
２部 30 ページ 

④ 
各役員が法第 20 条各号に該当しないこと及び法第 21 条の規定に違反

しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 
各１部 31 ページ 

⑤ 

各役員の住所又は居所を証する書面（次のいずれかを提出） 

 ※申請の日から６か月以内に作成されたものに限ります。 

(1) 住民票の写し 

   住民基本台帳ネットワークでの確認が可能ですので、神奈川県内にお住まい

の役員の方については、提出する必要はありません。 

(2) 海外在住の方は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面

（外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付する） 

なお、各役員の氏名及び住所又は居所の確認のためのものですので、住民票の写

しでは本籍や世帯主等、交付窓口で省略可能なものは省略してください。 

各１部 － 

⑥ 社員のうち 10 人以上の者の名簿 １部 32 ページ 

⑦ 
法第 2条第 2項第 2号及び法第 12条第 1項第 3号に該当することを確

認したことを示す書面 
１部 33 ページ 

⑧ 設立趣旨書 ２部 34 ページ 

⑨ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 １部 35 ページ 

⑩ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 ２部 36 ページ 

⑪ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 ２部 37 ページ 

⑫ 委任状：申請者(設立代表者)以外の代理人が申請書を提出する場合に必要 １部 44 ページ 

  

○ 藤沢市では、法人の設立認証等に関する皆様の個人情報については、「藤沢市個人情報保護

条例（平成１５年条例第７号）」に基づき、適正に取り扱っています。 

※ 法人成立後には、内閣府ホームページにおいて以下の法人情報を公開します。 

＜内閣府 NPO ホームページ：http://www.npo-homepage.go.jp/＞ 

   ア.法人名称 イ.代表者氏名 ウ.主たる事務所の所在地 エ.従たる事務所の所在地 オ. 定
款に記載された目的 カ. 設立認証年月日 キ. 活動分野 ク. 定款 ケ. 事業報告書等(個
人の住所又は居所の記載を除く)  
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   設立認証申請書用チェックリスト 

 

（書類様式関係） 

区分  項  目  チェック欄 

所轄庁 すべての事務所が藤沢市内にあるか。  

書類形式 すべてＡ４となっているか。（官公署発給文書を除く）  

①申請書（規則の第１号様式として定まっているもの）  

 申請者の氏名、住所又は居所、電話番号、ファクシミリ番号の

記載があるか。 

（申請者が役員の場合、氏名及び住所等が住民票の写し等と一

致しているか。） 

 

申請者の記名があるか。  

特定非営利活動法人の名称、主たる事務所の所在地、その他の

事務所の所在地、目的の記載が定款と一致しているか（事務所

の所在地は、定款に「藤沢市に置く」と定める場合は、議事録

の記載と一致しているか）。 

 

代表者の氏名と、附則の代表者氏名・役員名簿の代表者氏名が

一致しているか。 

 

代表者が役員の場合、氏名が住民票の写し等と一致しているか。  

②定款（２部）縦覧書類  

 目的の記載があるか。  

名称の記載があるか。  

その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る

事業の種類の記載があるか。 

 

主たる事務所及びその他の事務所の所在地の記載があるか。  

社員の資格の得喪に関する事項の記載があるか。  

役員に関する事項の記載があるか。  

役員の任期に関する規定があるか。  

会議（社員総会）に関する事項の記載があるか。  

資産に関する事項の記載があるか。  

会計に関する事項の記載があるか。  

事業年度の記載があるか。  

その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事

業に関する事項の記載があるか。 

 

解散に関する事項の記載があるか。  

定款の変更に関する事項の記載があるか。  

公告の方法の記載があるか。  

設立当初の役員の記載があるか。  

③役員名簿（２部）縦覧書類  

 役員全員の氏名及び住所又は居所が記載されているか。 

（氏名及び住所等が住民票の写し等と一致しているか。） 

 

役員全員の報酬の有無が記載されているか。  

④各役員の誓約・就任承諾書の謄本 理事 監事 

 役員全員の誓約・就任承諾書の謄本が添付されているか。  

⑤各役員の住所又は居所を証する書面 不要・要( ) 



7 

 

 住民基本台帳ネットワークシステムに該当しない役員について

書面が添付されているか。 

 

外国語記載のものの場合、翻訳者を明らかにした訳文が添付さ

れているか。 

 

添付された書類は申請日前６月以内に作成されたものか。  

⑥社員のうち十人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者

の氏名）及び住所又は居所を記載した書面 

 

 １０人以上の社員の氏名、住所又は居所（法人の場合、名称、

代表者の氏名、住所）が記載されているか。 

（役員と重複しているものは、役員名簿の記載と一致している

か。） 

 

⑦法第２条第２項第２号及び法第12条第１項第３号に該当することを確

認したことを示す書面 

 

 設立代表者の記名がされているか。  

⑧設立趣旨書（２部）縦覧書類  

⑨設立についての意思の決定を証する議事録の謄本  

 議長及び議事録署名人の署名がされているか。  

⑩設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書（２部）縦覧書類  

 設立初年度及び翌年度の２年分あるか。  

⑪設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書（２部）縦覧書類  

 設立初年度及び翌年度の２年分あるか。  

全体 役員名簿、社員名簿等に、年齢、性別、電話番号等の個人情報

となるような不要な記載がないか。 

 

 

［特記事項］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［定款に関する特記事項の有無（有る場合はレ点チェック）］ 

  法人の名称  【   】        目   的  【   】 

   事   業  【   】        社員資格の得喪【   】 

   役       員  【   (項目                        )】 

   総   会  【   (項目                        )】 

   理 事 会  【   (項目                        )】 

   資   産  【   (項目                        )】 

   会   計  【   (項目                        )】 

   定 款 変 更  【   】        解   散  【   】 

   合   併     【   】        残余財産  【   】 

   公   告     【   】 

   附   則     【   (項目                        )】 

   そ の 他     【   (項目                        )】  
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第１号様式  

 

 

特定非営利活動法人設立認証申請書 

 

 

令和  年   月   日  

 

 

 藤沢市長 

 

申請者  住所又は居所 神奈川県藤沢市○○１丁目２番３号 

   氏    名 藤沢 太郎      

電 話 番 号 ０４６６－２５－×××× 

ﾌｧｸｼﾐﾘ番 号 なし 

 

 次のとおり特定非営利活動法人を設立することについて、特定非営利活動促進法第 10 条第１項の認証

を受けたいので、申請します。  

 

特定非営利活動法人の名称  特定非営利活動法人 ○○○○ 

代 表 者 の 氏 名             藤沢 花子 

主たる事務所の所在地             
 神奈川県藤沢市△△１２３番地の４ 

その他の事務所の所在地 
 神奈川県藤沢市△△５６７番地の８ 

定款に記載された目的             

  

 

 

 

（⑨目的欄は定款第３条本文「この法人は～」を 

そのまま転記してください） 

 
備考 
 １ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地は、町名及び番地まで記載してください。 
２ 次の書類(細則第２条第３項の規定の適用を受ける場合にあっては、(4)の書類を除く。)を添付し
てください。 

(1) 定款（２部） 
(2) 役員名簿（２部） 
(3)  各役員が法第 20 条各号に該当しないこと及び法第 21 条の規定に違反しないことを誓約し、 
並びに就任を承諾する書面の謄本 

(4) 各役員の住所又は居所を証する書面 
(5) 社員のうち 10 人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は
居所を記載した書面 

(6) 法第 2 条第 2 項第 2 号及び法第 12 条第 1 項第 3 号に該当することを確認したことを示す書面 
(7) 設立趣旨書（２部） 
(8) 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 
(9) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書（２部） 
(10) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書（２部） 

②この日付のみ空欄で。 

申請受理時に記入してい

ただきます。 

③氏名・住所とも住民票どおりに記載し

てください。申請者の方は議事録に記載

される設立代表者と一致します。 

④FAX がない場合は空欄か｢なし｣で。 

⑤「特定非営利活動法人」又

は「NPO 法人」を忘れずに。 

⑥法人の代表者になる方のお名前です。 

設立代表者と異なる方も可能です。 

⑧ ⑦と同様に住民票記載

どおり。不明な場合は藤沢

市に確認してください。 

その他の事務所がない場合

は「なし」で。 

①施行規則で定まった様式です。藤沢市

以外の様式では受理できません。 

（注） 

申請者以外の代理人の方が所轄庁に申請書類をご提出

される場合には、委任状が必要となりますので、ご用

意ください。 

⑦役員・社員等の個人宅を

事務所として使用する場合

は、住民票記載どおり。 

不明な場合は藤沢市に確認

してください。 

備考は削除せず 

残しておいて下さい。 
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○ 定款とは？：法人の基本的な決まりを定めて文書化したものが定款で、法人の運営は

定款に則って行います。 

 

○ 定款に記載しなければならない事項は下表のとおりです。(法第 11 条、法第 14 条の 4、

第 24 条、第 25 条第１項、第 31 条第１項第２号、第 32 条第１項 参照) 

 

○ 次ページ以降では、標準的な定款例をご案内しています(左ページ)。定款例の各右ペ

ージには、条文ごとに解説等を記載しましたので、参考にしてください。 

 

 定款に記載しなければならない事項 根  拠 

① 目的 法第 11 条第１項第１号 

② 名称 法第 11 条第１項第２号 

③ 
その行う特定非営利活動の種類及び 

当該特定非営利活動に係る事業の種類 
法第 11 条第１項第３号 

④ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 法第 11 条第１項第４号 

⑤ 社員の資格の得喪に関する事項 法第 11 条第１項第５号 

⑥ 

役員に関する事項 

・設立当初の役員 

・役員の任期 

法第 11 条第１項第６号 

法第 11 条第２項 

法第 24 条 

⑦ 
会議に関する事項 

・総会の招集 

法第 11 条第１項第７号 

法第 14 条の４ 

⑧ 資産に関する事項 法第 11 条第１項第８号 

⑨ 会計に関する事項 法第 11 条第１項第９号 

⑩ 事業年度 法第 11 条第１項第 10 号 

⑪ 
その他の事業を行う場合には、その種類 

その他当該その他の事業に関する事項 
法第 11 条第１項第 11 号 

⑫ 

解散に関する事項 

・解散の場合の残余財産の帰属先を決める場合は 

その帰属先 

・解散事由を決める場合はその解散事由 

法第 11 条第１項第 12 号 

法第 11 条第３項 

法第 32 条第１項 

法第 31 条第１項第２号 

⑬ 
定款の変更に関する事項 

・定款の変更の社員総会の議決 

法第 11 条第１項第 13 号 

法第 25 条第１項 

⑭ 公告の方法 法第 11 条第１項第 14 号 

 

 

 

 

 

 

 

※ 次のページから掲載している定款例については、ホームページからダウンロード

することができます。詳しくは、以下のＵＲＬをご覧ください。 

 

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/jiti-s2/kurashi/shimin/npo/1setsuri

tsu.html 
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特定非営利活動法人○○○○定款 

 

  第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人○○○○という。 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を神奈川県藤沢市○○町○丁目○番○号に置く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、 ①  に対して、 ②  に関する事業を行い、 ③  に寄与す

ることを目的とする。 

 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行

う。 

(1)  

(2)  

…… 
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＜第１条注＞ 

法人名称は、登記に使用できる文字・記号の範囲での表記をお勧めします。日本文字以

外の表記をお考えの場合は事前に法務局に確認してください。 

 名称の登記に使用できない記号例：「 」 （ ） ！ ？ ☆   等 

 使用できる記号例：＆(アンパサンド) ’（アポストロフィ） ，（コンマ） -（ハイフン） ．（ピリ

オド） ・（中点）これらの符号は、字句を区切る符号としての使用のみ可。ただ

しピリオドは省略を表すものとして末尾使用可。 

 ローマ字も使用できますので、ＮＰＯ法人と称することも可能です。 

＜第２条注＞ 

 ① 活動の中心とするところを主たる事務所、その他の事務所を従たる事務所としてそ

の全てを記載してください。 

② 従たる事務所がある場合は、次のように記載してください。 

 

 

 

 

＜第３条注＞ 

 提出申請書類のひとつである『設立趣旨書』に掲げた内容と合うように記載します。 

 ① ①には、受益対象者の範囲を記載してください。 

 ② ②には、主要な事業を記載してください。 

 ③ ③は、法の別表に掲げる活動を参考に、公益に資することが分かるような表現とし

てください。 

 

＜第４条注＞ 

法第２条別表に掲げる活動のうち、いずれの活動に該当するかを記載してください。 

行う活動が複数の項目に該当する場合には、それぞれの活動を記載してください。 

 

 ① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

 ② 社会教育の推進を図る活動 

 ③ まちづくりの推進を図る活動 

 ④ 観光の振興を図る活動 

 ⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

 ⑦ 環境の保全を図る活動 

 ⑧ 災害救援活動 

 ⑨ 地域安全活動 

 ⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

 ⑪ 国際協力の活動 

 ⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

 ⑬ 子どもの健全育成を図る活動 

 ⑭ 情報化社会の発展を図る活動 

 ⑮ 科学技術の振興を図る活動 

 ⑯ 経済活動の活性化を図る活動 

 ⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

 ⑱ 消費者の保護を図る活動 

 ⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

第２条 この法人は、主たる事務所を神奈川県藤沢市○○町○丁目○番○号に置く。 

２ この法人は、前項のほか、従たる事務所を神奈川県神奈川県藤沢市○○町○丁

目○番○号に置く。 
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（事業） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

① 

  ② 

 …… 

(2) その他の事業 

① 

  ② 

 …… 

２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第１号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、

利益を生じたときは同項第１号に掲げる事業に充てるものとする。 
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【定款第５条を定めるときの注意点】 

① 事業名の定め方 

・定款第５条は、『設立趣旨書』と定款第３条「目的」の内容を具体的な事業にするイメー

ジで作成してください。ただし、事業名は、細事業を列挙するのではなく、大きな柱として

まとめてください。 

（事業） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行

う。 

（１）雑木林の保全事業      

（２）里山管理指導者養成事業 

（３）自然観察会開催事業 

（４）講習会、セミナー等開催事業 

（５）機関紙、研究報告書、書籍の発行 

（６）ホームページの開設・運営 

 

                 定款の事業は、大きな柱でまとめてください 

 

（１）里山の保全事業    

（２）自然環境教育事業           

（３）自然環境保護に関する普及啓発事業 

 

②「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」(５９ぺージＱ９参照) 

・特定非営利活動法人の行うことのできる事業は「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事

業」に区分されます。そして、「その他の事業」を行う場合には、「特定非営利活動に係る事業」

に支障がない限り行うこと、利益を生じたときは、特定非営利活動に係る事業に使用することが

必要です。 

 

特定非営利活動に係る事業 
利益の有無にかかわらず
．．．．．．．．．．．

、特定非営利活動の１９分野で選定した

活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目

的として行う事業 

そ の 他 の 事 業 
「特定非営利活動に係る事業」に充てるために利益を上げる目的

で行う事業や、構成員（社員）のみを対象とした共益的な事業 

 

※ 特定非営利活動促進法上の「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区分と、法

人税法上の「収益事業」と「非収益事業」の区分は異なります。従って、「特定非営利活動に

係る事業」であっても、収益事業に該当する場合があります。 

 

〈第５条注〉 

① 第２項…法第５条第１項 

② 特定非営利活動に係る事業のみを行う場合には、第５条については次のように記載

してください。この場合、第２項は必要ありません。 

  (事業) 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を

行う。 

(1)   

(2)  

…… 

 

詳しい事業内容は事業計画

書に記載します。 

これでは細事業の列挙 
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  第３章 会員 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、次の○種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下

「法」という。)上の社員とする。 

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人及び団体 

  

（入会） 

第７条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理

事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認める

ときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

２ 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもっ

て本人にその旨を通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（入会金及び会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

(1) 退会届の提出をしたとき。 

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 

(3) 継続して○年以上会費を滞納したとき。 

(4) 除名されたとき。 

（退会） 

第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが

できる。 

（除名） 

第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の○分

の○以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議

決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1) この定款等に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

（拠出金品の不返還） 

第 12 条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 

 

  第４章 役員及び職員 

（種別及び定数） 

第 13 条 この法人に次の役員を置く。 

(1) 理事 ○○人以上○○人以下 

(2) 監事  ○人以上 ○人以下 

２ 理事のうち、１人を理事長とし、若干名を副理事長とすることができる。 
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＜第６条注＞ 

  ① 社員以外の名称を使う場合には、どれが法上の社員にあたるかを明確にしてく

ださい。 

  ② 正会員以外の賛助会員等について定める場合は、正会員と区別して第２号以降

にその内容を記載してください。 

 

＜第７条注＞ 

 入会の条件がある場合には、第７条は次のように記載してください。 

 

（入会） 

第７条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。 

(1)  

 …… 

２ 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理

事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると

認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

３ 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をも

って本人にその旨を通知しなければならない。 

 

＜第８条注＞ 

 入会金又は会費がある場合に記載してください。 

 設立当初の金額は、附則に記載してください。 

＜第９条注＞ 

 第３号…滞納期間は、「〇か月以上」とすることもできます。 

 

 

 

 

 

＜第 11 条注＞ 

 会員の除名のような重要事項は、4 分の 3 以上などの特別多数を要件とすることが望ま

れます。 

 

 

 

＜第 12 条注＞ 

 拠出金品を返還する規定を置くことはできません。 

 

＜第 13 条注＞ 

 ①第１項：法第 15 条(理事の定数は３人以上、監事の定数は１人以上) 

 ②第１項：定員に幅をもたせるときは、1.5 倍程度の幅で上限及び下限を定めてくださ

い。 

 ③第２項：専務理事等、理事長・副理事長以外の役職を置く場合は、それぞれの役職に

ついて、本項（役職名等）、第 14 条（選任方法等）及び第 15 条（職務）の

記載が必要です。 

＜注＞ 

 入会の条件は、全て記載してください。なお、社員の資格の得喪に関して不当な条件を付

してはならないこととなっています。（法第２条第２項第１号イ） 
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（選任等） 

第 14 条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が

１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総

数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

（職務） 

第 15 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理

事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を執行する。 

３ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業

務を執行する。 

４ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。  

(2) この法人の財産の状況を監査すること。 

(3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法

令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又

は所轄庁に報告すること。 

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若

しくは理事会の招集を請求すること。 

（任期等） 

第 16 条 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後２事業年度が終了した後の総会にお

いて後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任

期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結する

までその任期を伸長する。 

３ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者

の任期の残存期間とする。 

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ

なければならない。 

 

 

（欠員補充） 

第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なく

これを補充しなければならない。 

（解任） 

第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の○分

の○以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議

決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

（報酬等） 

第 19 条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 
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＜第 14 条注＞ 

 ① 第３項…法第 21 条←役員はこの項目に違反しないことを就任時に誓約します。 

 ② 第４項…法第 19 条 

 

 

 

＜第 15 条注＞ 

① 第１項：この場合、理事長のみが代表権を有し、理事長のみが登記されます。 

理事長以外の理事が代表権を有しない場合には「理事長以外の理事は、法人の業務

について、この法人を代表しない」と加えることもできます。 

また、理事長以外にも法人を代表する理事がいる場合には、例えば「理事長及び常

務理事は、この法人を代表する。」という記載をすることもできます。 

② 第１項～第３項…法第 16 条 

 ③ 第４項…法第 18 条 

 ④ 第１３条第２項にて副理事長を１名と定めた場合には、第２項については次のよう

に記載してください。 

 

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、

その職務を執行する。 

 

 

＜第 16 条注＞ 

 ① 第１項…法第 24 条第１項（2 年以内） 

② 総会における後任役員の選任までの間、前任役員の任期を伸長等する第２項の規定 

は、理事・監事の双方を総会で選任する場合のみ設けることができます。（法第２４条 

第２項） 

③ 第４項の規定において、前任者は、辞任又は任期満了後も役員の地位にあるのでは

なく、役員が存在しない期間が生じた場合、法人が損害を被る恐れもあることから、

臨時に役員の職務を行うだけであり、総会の招集など、役員としての権限は行使でき

ません。したがって、遅滞なく後任者を選任する必要があります。 

  

 

＜第 17 条注＞ 

 法第 22 条 

 

＜第 18 条注＞ 

 議決要件は、会員の除名の考え方と同様 4 分の 3 以上などの特別多数とすることが望ま

れます。 

 

 

＜第 19 条注＞ 

 第１項…法第２条第２項第１号ロ 
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（職員） 

第 20 条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。 

２ 職員は、理事長が任免する。 

 

  第５章 総会 

（種別） 

第 21 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

（構成） 

第 22 条 総会は、正会員をもって構成する。 

（権能） 

第 23 条 総会は、次の事項について議決する。 

(1) 定款の変更 

(2) 解散 

(3) 合併 

(4) 事業計画及び予算に関する事項 

(5) 事業報告及び決算に関する事項 

(6) 役員の選任等に関する事項 

(7) 入会金及び会費に関する事項 

(8) 長期借入金に関する事項 

(9) 事務局の組織等に関する事項 

(10) その他この法人の運営に関する重要事項 

（開催） 

第 24 条 通常総会は、毎年○回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

(2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方

法をもって招集の請求があったとき。 

(3) 第 15 条第４項第４号の規定により、監事から招集があったとき。 

（招集） 

第 25 条 総会は、前条第２項第３号の場合を除き、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日か

ら○日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電

磁的方法をもって、少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

（議長） 

第 26 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 

（定足数） 

第 27 条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

（議決） 

第 28 条 総会における議決事項は、第 25 条第３項の規定によってあらかじめ通知した事

項とする。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

３ 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が

書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員

総会の決議があったものとみなす。 

（表決権等） 

第 29 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 
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＜第 21 条注＞ 

 法第 14 条の 2、法第 14 条の 3 

 

 

＜第 23 条注＞ 

 法第 14 条の 5 

(1) 定款の変更（法第 25 条第１項）、 

(2) 解散（法第３１条第１項）、 

(3) 合併（法第３４条第１項） 

については、必ず社員総会の議決が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 24 条注＞ 

  ① 通常総会の開催は、法第 14 条の 2 で毎年 1 回以上となっています。 

 ② 第２項第１号…法第 14 条の 3 第１項 

 ③ 第２項第２号「５分の１」…法第 14 条の 3 第２項（ただし、定款により異なる割

合を定めることができます。） 

 

 

＜第 25 条注＞ 

 第２項「○日以内」…１４日～３０日程度が目安となります。 

 第３項「５日前」…法第 14 条の 4 

 第３項 に電子媒体を加えない場合には、「又は電磁的方法」という表現を削除します。 

 

 

 

＜第 27 条注＞ 

 総会の定足数の規定は法に明記されていませんが、法人運営の基本的ルールであるので

少なくとも構成員の２分の１以上とすることが望まれます。 

＜第 28 条注＞ 

 第 1 項…法第 14 条の 6 

＜第 29 条注＞ 

 ① 第１項及び第２項…法第 14 条の 7 

    

    

※『電磁的記録』及び『電磁的方法』とは 

（内閣府令第１条、第２条参照） 

「電磁的記録」とは、「ＣＤ－Ｒ」や「フロッピー

ディスク」などの磁気媒体に記録したものをいいま

す。 

『電磁的方法』とは、いわゆる「電子メール本体」、

「電子メールに添付した添付ファイル」により提出

する方法及び「ＣＤ－Ｒ」などの磁気媒体に記録し

たもので提出する方法をいいます。これらの方法に

より表決権を行使した場合、受け取る側が内容を紙

媒体で打ち出すことが可能なものでなければなり

ません。 

また、「ファクシミリ」については「書面」の扱

いとし、表決権の行使方法として認められます。 
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２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を

委任することができる。 

３ 前項の規定により表決した正会員は、第 27 条、前条第２項、次条第１項及び第 50 条

第１項の適用については、総会に出席したものとみなす。 

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ

とができない。 

（議事録） 

第 30 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者が

ある場合にあっては、その数を付記すること。) 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名しな

ければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示

をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載

した議事録を作成しなければならない。 

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

(3) 総会の決議があったものとみなされた日 

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

  第６章 理事会 

（構成） 

第 31 条 理事会は、理事をもって構成する。 

（権能） 

第 32 条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（開催） 

第 33 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1) 理事長が必要と認めたとき。 

(2) 理事総数の○分の○以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法

をもって招集の請求があったとき。 

(3) 第 15 条第４項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 

（招集） 

第 34 条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その日から○日

以内に理事会を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は

電磁的方法をもって、少なくとも○日前までに通知しなければならない。 

 (議長) 

第 35 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

（定足数） 

第 36 条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 
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第２項に電子媒体を加えない場合には、「若しくは電磁的方法」という表現を削除し

ます。 

第２項は、やむを得ず総会を欠席するとき、総会の議決事項に対しどのような方法 

で賛否の意思を表すか(表決するか)を定めています。書面で賛否を表明した正会員を

｢書面表決者｣、他の正会員を代理人として賛否を表明した正会員を｢表決委任者｣と呼

びます。 

 

 

 

 ② 第４項…法第 14 条の 8 

 

＜第 30 条注＞ 

 第１項（２）第２９条第２項から電磁的方法を削除する場合には、「若しくは電磁的方法」

という表現を削除します。 

① 第 1 項…条例第 4 条、規則第 6 条第 3 項 

 

② 第３項…条例第 4 条、規則第 6 条第 3 項 

【みなし総会決議について】 

総会の議決事項について、理事又は正会員の提案事項に正会員全員が同意すれば、

その提案事項が総会において可決されたものとみなすことができます。同意の意思

表示は、書面又は電磁的記録（P1９解説参照）により行う必要があります。（法第

14 条の９） 

 

 

 

＜第 32 条注＞ 

 理事会の権能に①定款の変更、②解散、③合併の事項が含まれてはいけません。 

 （社員総会の議決が必要です・・・①法第２５条第１項、②法第３１条第１項、③法第

３４条第１項） 

 

＜第 33 条注＞ 

 第２号 に電子媒体を加えない場合には、「又は電磁的方法」という表現を削除します。 

 

 

 

 

＜第 34 条注＞ 

 第２項・第３項 の「○日以内」「○日前」については、法に定めがないので、各法人の

理事会の規模(人数等)を基に設定してください。 

 第３項に電子媒体を加えない場合には、「又は電磁的方法」という表現を削除します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜注＞ 

 「オンライン会議システム」を活用して総会を開催する場合は、定款に「オンライン会議

システム」による会議への参加を定める必要があります。表記例はお問い合わせください。 
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（議決） 

第 37 条 理事会における議決事項は、第 34 条第３項の規定によってあらかじめ通知した

事項とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（表決権等） 

第 38 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面又は電磁的方法をもって表決することができる。 

３ 前項の規定により表決した理事は、第 36 条及び次条第１項の適用については、理事会

に出席したものとみなす。 

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ

とができない。 

（議事録） 

第 39 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、

その旨を付記すること。) 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名しな

ければならない。 

 

  第７章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第 40 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産 

(2) 入会金及び会費 

(3) 寄付金品 

(4) 財産から生じる収益 

(5) 事業に伴う収益 

(6) その他の収益 

（資産の区分） 

第 41 条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びそ

の他の事業に関する資産の２種とする。 

（資産の管理） 

第 42 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が

別に定める。 

（会計の原則） 

第 43 条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。 

(1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 

(2)  活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績

及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。 

(3) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだり

にこれを変更しないこと。
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＜第 37 条注＞ 

 第２項「理事総数の過半数」…法第 17 条 

 

＜第 38 条注＞ 

第２項に電子媒体を加えない場合には、「又は電磁的方法」という表現を削除します。 

 

 

 

 

 

＜第 39 条注＞ 

第１項（２）第３８条第２項から電磁的方法を削除する場合には、「又は電磁的方法」と

いう表現を削除します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 40 条注＞ 

資産構成の内容は、貸借対照表及び財産目録の科目ではありません。法人運営を適正に

行うに当たって必要な資産を、どのような原資により形成していくか明確化するものです。 

 

＜第 41 条注＞ 

 特定非営利活動に係る事業のみを行う場合には、次のように記載してください。 

 

 

 

 

 

＜第 43 条注＞ 

 ① 法第 27 条 

 ② 法では義務づけられていませんが、法人運営の原則として、収益及び費用について

は予算に基づいて執行することが適当です。第４５条「事業計画及び予算」等の規定

を置くことにより、定款上、予算の作成は必要となりますが、予算に基づいた執行の

義務を明確化するために、｢(4)収益及び費用は、予算に基づいて執行すること。｣を追

加することが望まれます。 

 

例 

（資産の区分） 

第 41 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の１種とする。 

＜注＞ 

 「オンライン会議システム」を活用して理事会を開催する場合は、定款に「オンライン会

議システム」による会議への参加を定める必要があります。表記例はお問い合わせください。 
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（会計の区分） 

第 44 条  この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びそ

の他の事業に関する会計の２種とする。 

（事業計画及び予算） 

第 45 条  この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経な

ければならない。 

（暫定予算） 

第 46 条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理

事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を執

行することができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 

（事業報告及び決算） 

第 47 条  この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、活動計

算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後○

か月以内に総会の承認を得なければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

（事業年度） 

第 48 条 この法人の事業年度は、毎年○月○日に始まり翌年○月○日に終わる。 

（長期借入金） 

第 49 条  この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度内に償還する短期借

入金を除き、総会の承認を得なければならない。 

 

  第８章 定款の変更、解散及び合併 

（定款の変更） 

第 50 条  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以

上の議決を得なければならない。 

２ 定款の変更は、次に掲げる事項については、所轄庁の認証を得なければならない。 

 (1)  目的 

(2)  名称 

(3)  特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

(4)  主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限る。） 

(5)  正会員の資格の得喪に関する事項 

(6)  役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く。） 

(7)  会議に関する事項 

(8)  その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 

(9)  解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。） 

(10)  定款の変更に関する事項 

 （解散） 

第 51 条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

(1) 総会の決議 

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

(3) 正会員の欠亡 

(4) 合併 

(5) 破産手続開始の決定 

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承

諾を得なければならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

（残余財産の帰属） 

第 52 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残 
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(残余財産の帰属) 

第 52 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したと

きに残存する財産は、○○法人、○○法人のうちから総会において選定したものに

帰属する。 
 

※具体的な法人名称等を指定しておくこともできます。 

＜第 44 条注＞ 

 法第５条第２項 

 特定非営利活動に係る事業のみを行う場合には、次のように記載してください。 

 

 

 

 

 

＜第 46 条注＞ 

 総会を年１回とした場合は、暫定予算等の措置をおいてください。 

 

 

＜第 47 条注＞ 

 毎事業年度終了後３か月以内に、前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、

財産目録、年間役員名簿、事業年度末日の社員名簿を作成し、主たる事務所及び従たる事

務所に備え置くこと（法第 28 条第１項）と、市へ提出（法第 29 条）していただくこと

が必要です。（【４８ページ参照】） 

 

 

＜第 48 条注＞ 

 法第 11 条第１項第 10 号により、事業年度は定款で定めなければなりません。 

 各法人における年度ですので、４月から３月である必要はありません。 

 

 

＜第 50 条注＞ 

 ①  第１項「４分の３以上」…法第 25 条第２項（ただし、定款に特別の定めがあると

きは、この限りではありません。） 

  ② 第２項…法第２５条第３項 

 

 

＜第 51 条注＞ 

 ①  第１項…法第 31 条第１項 

 ② 第２項「４分の３以上」…法第 31 条の 2（ただし、定款に特別の定めがあるとき

は、この限りではありません。） 

 ③ 第３項…法第 31 条第２項 

 

＜第 52 条注＞ 

 ① 残余財産の帰属先を明記する場合には、例のように記載します。 

    

② 帰属先を定めない場合、又は帰属先が明確でない場合は、国又は地方公共団体に譲渡

されるか国庫に帰属することとなります。(法第 32 条第 2 項、第 3 項) 

例 

（会計の区分） 

第 44 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の１種とする。 

例 
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存する財産は、法第 11 条第３項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰

属するものとする。 

（合併） 

第 53 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の

議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。  

   

  第 9 章 公告の方法 

（公告の方法） 

第 54 条 この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報

に掲載して行う。 

２ 法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人の主たる

事務所の掲示場に掲示して行う。 
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 ＜第 53 条注＞ 

「４分の３以上」・・・法第 34 条第 2 項（ただし、定款に特別の定めがあるときは、こ

の限りではありません。） 

 

＜第 54 条注＞ 

 解散事由に係る公告の方法としては、官報へ掲載して行うことが必要です。 

・・・法第 31 条の 10 第４項、第 31 条の 12 第４項 

 貸借対照表に係る公告の方法は、下記の４つの中から選択することができ、また、複数

の方法を重ねることもできます。・・法第 28 条の２第１項、府令第 3 条の 2 第 1、2 項 

 

【方法①】官報に掲載する方法 ＜掲載費用が発生します＞ 

 

 

 

【方法②】日刊新聞紙に掲載する方法 ＜掲載費用が発生します＞ ～具体的な新聞紙名の記載が必要です～ 

 

 

 

【方法③】電子公告による方法（法人ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、内閣府ＮＰＯ法人ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ） 
<<法人ホームページに掲載する場合の記載例>> 

 

 

 

<<内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトに掲載する場合の記載例>> 

 

 

 

【方法④】主たる事務所の公衆の見やすい場所 

 

 

 

【複数の方法を重ねて記載する場合】 例）電子公告＋日刊新聞紙 

 

 

 

 

 

【要注意】 貸借対照表の公告の方法は定まっていることが必要ですので、「○○又は

○○」といったような選択的記載とすることはできません。 

      また、複数の方法を重ねて記載する場合は、｢電子公告＋官報｣又は｢電子

公告＋日刊新聞紙｣の組み合わせのみ可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表に係る公告については、官報に掲

載して行う。 

２ 法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表に係る公告については、神奈川県

において発行する○○新聞に掲載して行う。 

２ 法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人

のホームページに掲載して行う。 

２ 法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表に係る公告については、内閣府Ｎ

ＰＯ法人ポータルサイト（法人入力情報欄）に掲載して行う。 

２  法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人

の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。 

２ 法第28条の２第１項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人の

ホームページに掲載して行う。なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公

告による公告をすることができない場合は、○○県において発行する○○新聞に掲

載して行う。 

<内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトについて＞ 
 
 藤沢市では、ＮＰＯ法人から提出される定款、事業報告書等を『内閣府ＮＰＯ法人ポータル
サイト』に掲載しております。この内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトは、簡単な利用手続きで
所轄庁だけではなく、ＮＰＯ法人自らが、団体の活動情報や財務情報等を、NPO 活動に参加
や⽀援、興味のある⽅へ向けて発信することができます。ぜひご活用下さい。 
    内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトＵＲＬ 
       https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/create/confirmation 
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第 10 章 雑則 

（細則） 

第 55 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定

める。 

  附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

理事長       ○ ○ ○ ○ 

副理事長      ○ ○ ○ ○ 

理事        ○ ○ ○ ○ 

同         ○ ○ ○ ○ 

…… 

監事        ○ ○ ○ ○ 

同         ○ ○ ○ ○ 

…… 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第１項の規定にかかわらず、成立の日か

ら○年○月○日までとする。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第 45 条の規定にかかわらず、設立総会の

定めるところによるものとする。 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第 48 条の規定にかかわらず、成立の日から○年○

月○日までとする。 

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額

とする。 

 (1) 入会金 

正 会 員  個人 ○○○円   団体 ○, ○○○円 

賛助会員  個人 ○○○円   団体 ○, ○○○円 

 (2) 年会費 

正 会 員  個人 ○○○円   団体 ○, ○○○円 

賛助会員  個人 １口   ○○○円（１口以上） 

団体 １口 ○, ○○○円（１口以上） 
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＜附則注＞ 

 

①第２項…法第 11 条第２項 

役員の氏名は住民票通り記載してください。 

 

② 第３項において、設立当初の役員の第１期の任期満了日を決定するに当たっては、社

員総会の開催時期を考慮に入れ、役員任期の末日を事業年度の末日の２～３か月後にず

らしておくことをお勧めします。（役員の任期の満了前に新役員を決定する総会を開く必

要があるため；第 16 条注②参照） 

   具体例（事業年度の末日が３月３１日の場合） 

    例１ 〇年６月３０日（第２期目の任期は７月１日から開始となります） 

    例２ 〇年５月３１日（第２期目の任期は６月１日から開始となります） 

  例１:図解 

 

 

 

 

 

   ※例 1・２どちらにするかは、定款第 47 条において総会の承認を何か月以内としたかで判

断してください（最長３か月以内です）。 

   ※3/３１以前に次期役員を選任するための臨時総会を開く場合や役員の任期を伸長する規

定を置いている場合(第１６条注③参照)は、役員任期を事業年度末日と同じ３月３１日ま

でと規定することも可能です。 

 

③ 第４項は、「設立総会」以外の会議等で決定した場合には、「設立総会」の代わりに当

該会議名を記載してください。 

 

④ 第６項において、正会員以外の会員について定める場合には、正会員と区別して記載

してください。 

また、年会費を月会費とする場合は、活動予算書の科目も月会費として計上するなど

活動予算書との整合性に気をつけてください。 

 

年度末 

3／31 6／30 

この間に総会を実施 
事業報告書及び決算関係書類を作成し総会で承認を受ける。（定款

第 47 条） 

旧役員の任期：総会で新規役員を選出 

（3/31で役員任期を終わらせると総会開催時に役員がいない状態になります。) 
7/1 新役員スタート 
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（ 設 立 認 証 申 請 用 ） 

 

役   員   名   簿 

 

 

 

特定非営利活動法人の名称 

 

特定非営利活動法人 ○○○○ 

 

 

 

役 名 氏  名 住 所 又 は 居 所 報酬の有無 備  考 

理 事 

 

 あり 理事長 

理 事  
 

なし 副理事長 

理 事  

 

なし  

監 事 

 

 なし  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

     

     

◇役員は、法第２０条の欠格事由に該当しないこと、法第２１条による親族規定に反しないこと

が必要です。 

◇親族規定の考え方 

役員総数が 5人以下のときは、配偶者若しくは三親等以内の親族（以下、親族等といいます。）

は入れません。また、役員総数が 6人以上のときは、ある役員からみて、1人だけは親族等が

入ることができます。 

※ 三親等以内の親族 

父母、子、祖父母、孫、伯叔父母、甥姪（血族及び姻族とも） 

◇未成年者が役員に就任する場合にはご相談ください。（法定代理人の同意書が必要です。） 

②氏名、住所等は住民票記載どおりに、マンショ

ン名なども略さずにそのまま記載してください。 

 

※「 高 橋 」⇔「 髙 橋 」 

 「 川 崎 」⇔「 川 﨑 」 

 「 恵 」⇔「 惠 」  など 

※「○丁目△番◇号」⇔「○丁目△番地
．
◇」 

 「○○番△号
．
」⇔「○○番地の

．
△」など 

①役名は法上「理事」「監事」

の２種しかありません。ここ

に入るのは「理事」か「監事」

のどちらかです。 

③設立当初の役員報酬の有無について記

載してください。なお、労働の対価につ

いては役員報酬とは考えません。“役員手

当（役務の対価ではない）”に相当するも

のを、役員報酬と考えてください。 

④理事長などの

役職名は備考欄

に記載します。 
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（ 法 人 認 証 申 請 用 ） 

 

誓 約 及 び 就 任 承 諾 書 

 

 

法人の名称 特定非営利活動法人 ○○○○ 

 

設 立 代 表 者 藤沢 太郎 様 

 

 

 

私は、特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第 21条の規定に違反しないことを誓約 

 

するとともに、特 定 非 営 利 活 動 法 人 ○ ○ ○ ○ の設立認証があったときは、同法人 

 

の ○ ○ に就任することを承諾します。 

 

 

令和  年   月   日 

 

 

 

 

住所又は居所 

 

（ふりがな） 

氏        名                

 

（生年月日    年   月  日） 

                           

 

 

 

 

 

 
 

 

（役員の欠格事由） 

第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 

三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項

の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。）に違反したことにより、又は刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四条、第

二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正十

五年法律第六十号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日

から二年を経過しない者 

四 暴力団の構成員等 

五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年

を経過しない者 

六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 

  

（役員の親族等の排除） 

第二十一条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並

びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。 

藤沢市へは、コピー（謄本）を提出してください。 

役員に暴力団員がいる疑いがある場合は、情報を神奈川県警察本部に照会させていただく可能性があります。 

④日付は「設立総会の日」～「申

請日」までのいずれか。「設立

総会の日」より前の日付にはな

りません。 

③ここに入るのは 

理事 又は 監事 のどちらかです。 
法人の代表権を特定の理事のみに持

たせる場合、「理事及び理事長（代表者
の役職名）」と記載します。 

 

②設立代表者＝申請者となります。 

①役員の人数分必要な書類です。 

設立代表者のものも必要です。 

⑥原本は法務局への登記手続の際にも必

要となります。 

⑤住所・氏名とも住民票の記

載どおり。 

 なお、氏名は、署名（自筆）

又は記名押印（記名と実印

押印に加えて印鑑証明を添

付）としてください。 
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社 員 の う ち １０ 人 以 上 の 者 の 名 簿 

 

 

特定非営利活動法人の名称  特定非営利活動法人 ○○○○ 

 

 

 

 氏     名 住   所   又   は   居   所 

１   

２   

３   

４   

５   

６ 
 

 

７   

８   

９   

１０   

 

・「社員」とは社団の構成員のことです(理事・監事も社員になることができま

す。)。 

定款例では、第６条に定義されており、一般的には正会員などと言われ、総会

で議決権を持つ方を意味します。 

・団体が社員（＝正会員）となることも可能です。 

その場合の氏名欄は 

  株式会社○○ 

   代表取締役 △△ △△  と記載します。 

・１０名以上の社員がいる場合でも、１０名分の名簿の提出で構いません。 
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確   認   書 

 

 

 

 

当法人は、特定非営利活動促進法第 2条第 2項第 2号及び同法第 12条第 1項第 3号に該当する 

 

ことを、 令和   年   月   日に、         において確認しました。 

 

 

 

 

令和   年    月    日  

 

 

 

法人の名称 特定非営利活動法人○○○○ 

 

 

設立代表者  藤沢 太郎        

日付は「設立総会の日」～

「申請日」までのいずれか。

「設立総会の日」より前の

日付にはなりません。 

特定非営利活動促進法第 2条第 2 項第 2号 

その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの

でないこと。 

ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこ

と。 

ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)第 3条に規定する公職をいう。以下同じ。)

の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支

持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 

 

特定非営利活動促進法第 12 条第 1項第 3号 

当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条

第 2号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第 47 条第６号において同じ。） 

ロ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）若

しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」と

いう。）の統制の下にある団体 

「設立総会」等 
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設  立  趣  旨  書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和   年    月    日 

 

法人の名称 特定非営利活動法人 ○○○○ 

 

設立代表者 藤沢 太郎 

日付は「設立総会の日」～

「申請日」までのいずれか。

「設立総会の日」より前の

日付にはなりません。 

設立趣旨書については、次のことが第三者にもわかるように自由に記載し

てください。 

① 法人の設立を発起するに至った動機や経緯 

② 法人として行おうとする活動(及び事業) 

③ 活動が不特定かつ多数のものの利益の増進（公益）に寄与すること 
 
〈記載の展開例〉 

ステップ１ 法人として取り組んでいこうとする社会的課題の現状・背景 

               ↓ 

ステップ２ その社会的課題がどうなることが望ましい状態だと考えるか 

               ↓ 

ステップ３ 望ましい状態に向け、その社会的課題にどのような解決策があるか 

               ↓ 

ステップ４ その社会的課題に対し今までにどのような活動をしてきたのか 

     （既に任意団体として活動を行っている団体についてはその活動内容等） 

               ↓ 

ステップ５ 今後どのような形で取り組んでいこうと考えているのか(法人として行

おうとする活動･事業)、またその活動が不特定かつ多数のものの利益の

増進(公益)にどのように寄与するのか 

↓ 

ステップ６ なぜ、任意団体や他の法人格ではなく特定非営利活動法人を設立しよ

うとしたのか 

押印の必要はありません。 
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設 立 に つ い て の 意 思 の 決 定 を 証 す る 議 事 録  

 

１ 日時 令和  年   月   日     時から   時まで 

２ 場所 

３ 出席者の数      名 

 

４ 議長選任の経過 

  定刻に至り司会者○○○○は開会を宣言し、議長の選任方法を諮ったところ、満場一致をも 

って○○○○が議長に選任された。続いて議長から挨拶の後議案の審議に入った。 

 

５ 議題 

  第 1号議案  設立趣旨書案承認の件 

  第 2号議案  特定非営利活動法人 ○ ○ ○ ○  定款案承認の件 

  第 3号議案  設立当初の入会金及び会費の件 

  第 4号議案  設立初年度及び翌年度の事業計画書及び活動予算書承認の件 

  第 5 号議案  特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法第１２条第１項第３号に

該当することの確認の件 

  第 6号議案  役員の選任の件 

  第 7号議案  主たる事務所を「藤沢市○○１丁目２番３号」に置くことの件 

 

  

６ 議事 

  全議案について、満場一致で承認された。 

 

７ 議事録署名人の選任に関する事項 

  議長から、次の者を議事録署名人に選任したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、満場 

一致をもって次の者が議事録署名人に選任された。 

    議事録署名人 ○ ○ ○ ○ 

      同    ○ ○ ○ ○ 

 

なお、設立認証申請にあたっては、＿＿＿＿＿＿を設立代表者とし、設立にあたって必要

な手続を一任することとした。 

 

 議長は、以上をもって特定非営利活動法人○○○○設立に関する全ての議事を終了した旨

を述べ、閉会を宣言した。 

 

 上記の議事を明確にするため、議長及び議事録署名人は、次に署名する。 

 

令和  年   月   日 

 

議    長   ○○  ○○    

 

議事録署名人   □□  □□    

 

議事録署名人   △△  △△    

 

 

設立代表者＝申請者となります。 

「特定非営利活動法人」又は「NPO 法人」

を忘れずに。 

藤沢市へは、コピー（謄本）を提出してください。 

名称もしくは住所など特定できるように記載してください。 

藤沢 太郎 

議長及び議事録署名人

の氏名が必要です。 

なお、署名（自筆）とし

てください。 

従たる事務所を置く場合は、従たる事務所に

ついても議案に加えてください。 

その他の事務所の所在地に一致します。 

主たる事務所の所在地に一致します。 

各議案について詳細に記載していただ

いても結構です。 



36 

○ ○ 年 度 事 業 計 画 書 

                法人の名称  特定非営利活動法人 ○○○○ 

１ 事業活動方針 

○○○○、 

 

２ 事業内容 

（１）特定非営利活動に係る事業 

① ○○に関する事業 

ア ○○○○○事業 

・内   容 ○○○○ 

・日   時 ○月 

・場   所 ○○○○ 

・従事者人員 ○人 

・受益対象者 ○○の者 ○人 

・支出見込額 ○○○○円 

 

イ ○○○○事業 

・内   容   

・日   時   

・場   所   

・従事者人員         人 

・受益対象者     の者  人 

・支出見込額         円 

 

② ○○に関する事業 

ア ○○○○事業 

・内   容   

・日   時   

・場   所   

・従事者人員         人 

・受益対象者     の者  人 

・支出見込額         円 

 

 

（２）その他の事業 

① ○○に関する事業 

ア ○○○○事業 

・内   容 ○○○○ 

・日   時 ○月 

・場   所 ○○○○ 

・従事者人員 ○人 

・受益対象者 ○○の者 ○人 

・支出見込額 ○○○○円 

 

定款第５条に記載された事業名をそのまま記載

してください。 

 ※この記載例の場合、①及び②の項目です。 

定款第５条で「その他の事業」を掲げている場合に記載し

てください。 

定款上の「目的」ではなく、その年度どのような方

針で事業を行っていくかを記載してください。 

※設立初年度及び翌年度の２事業年度分の事業計画書

の作成が必要です。 

 

※設立初年度の事業計画書は、成立の日からのものを

作成してください。 

（例）３月決算で９月成立予定の法人の場合 

→９月から翌年３月までの７か月分の事業計画書 

【各事業について６項目を記載】 

内容 一般の方が読んでおよそ概要がわかるように記載 

日時 

通年の場合は通年、期間を区切る場合は概ねその時期

を記載（設立初年度については、設立予定日以前の日

付をいれないこと） 

場所 
特定されている場合はその場所、その他は実施するお

よその地域を記載（（例）○○海岸、○○市内 等） 

従事者 

人員 
従事する実人員、又は延べ人数を記載 

受益 

対象者 

受益対象者の範囲と、原則その概数を記載 
  特定非営利活動事業に係る事業については、定款上の目的に

掲げる受益対象者の範囲と同じであること。 

※事業の規模を推察するための項目 

支出 

見込額 

事業の支出額の合計を記載 

なお、各事業の支出見込額の合計額と活動予算書の事業

費合計額とが同額となること。 

 



活動予算書

××年×月×日から××年×月×日まで

（単位：円）
科目

Ⅰ 経常収益
１．受取会費
正会員受取会費 ×××
賛助会員受取会費 ×××
・・・・・・・・・ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金　　 ×××
施設等受入評価益 ×××
・・・・・・・・・ ××× ×××

３．受取助成金等
受取民間助成金 ×××
・・・・・・・・・ ××× ×××

４．事業収益
○○事業収益 ×××

５．その他収益
受取利息 ×××
雑収益 ×××
・・・・・・・・・ ××× ×××

経常収益計 ×××
Ⅱ 経常費用
１．事業費
（１） 人件費

給料手当 ×××
×××

法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
・・・・・・・・・ ×××
人件費計 ×××

（２） その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
施設等評価費用 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
・・・・・・・・・ ×××
その他経費計 ×××

事業費計 ×××
２．管理費
（１） 人件費

役員報酬 ×××
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
・・・・・・・・・ ×××
人件費計 ×××

（２） その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
・・・・・・・・・ ×××
その他経費計 ×××

管理費計 ×××
経常費用計 ×××
当期経常増減額 ×××

Ⅲ 経常外収益

金額

法人の名称　　特定非営利活動法人　○○○○○

役員報酬

当該事業年度の期間を
記載。

施設等評価費
用も併せて計
上（計上は法
人の任意）。

施設等受入評
価益も併せて
計上（計上は
法人の任意）。

経常費用は、「事業費」と

「管理費」に分ける。

人件費とその他経費に分
けた上で、支出の形態別に
内訳を記載。

人件費とその他経費に分
けた上で、支出の形態別に
内訳を記載。

※定款に「その他の事業」
が掲げられている場合の
活動予算書については、
次ページを参照してくださ
い。

この活動予算書は、平成２３年度内閣府において実施された特定非営利活動法人の会計の明確化に関す

る研究会の報告書を基に作成しています。「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」

は内閣府のホームページで公表されています。考え方や記載方法等の詳細はそちらをご覧ください。

（※初年度は「法人成立の日から××年×月×日まで」と記載）
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１．固定資産売却益 ×××
・・・・・・・・・ ×××

経常外収益計 ×××
Ⅳ 経常外費用
１．過年度損益修正損 ×××
・・・・・・・・・ ×××

経常外費用計 ×××
当期正味財産増減額 ×××
前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含
む）を受け入れる予定である場合は、「一般正味財産の部」と「指定正味財産の部」に区分して表示すること
が望ましい。

初年度は｢０｣。
２年目は、前事業年度活動計算書の「次
期繰越正味財産額」と金額が一致するこ

※ 計算書類の注記の例はＰ３９を、科目例についてはＰ４２を参照してください。

（※初年度は「法人成立の日から××年×月×日まで」と記載）

☓☓☓

☓☓☓

☓☓☓

☓☓☓
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計算書類の注記

１．重要な会計方針
　　　計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日　2017年12月12日最終改正　ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

　 （１） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　 （２） 固定資産の減価償却の方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　 （３） 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金

・ ○○引当金
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　 （４） 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
また、計上額の算定方法は、「４.　施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

（５） ボランティアによる役務の提供

（６） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

２．会計方針の変更
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．事業別損益の状況
（単位：円）

Ａ事業費 Ｂ事業費 Ｃ事業費 Ｄ事業費 事業部門計 管理部門 合計
Ⅰ　経常収益
 １． 受取会費 ××× ×××

 ２． 受取寄附金 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
 ３． 受取助成金等 ××× ××× ××× ××× ××× ×××

 ４． 事業収益 ××× ××× ××× ××× ××× ×××
 ５． その他収益 ××× ×××

経常収益計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
Ⅱ　経常費用

 （１） 人件費
役員報酬 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

給料手当 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

臨時雇賃金 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
・・・・・・・ ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
人件費計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

 （２） その他経費
業務委託費 ××× ××× ××× ××× ××× ×××
旅費交通費 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
・・・・・・・ ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
その他経費計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

経常費用計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当期経常増減額 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

４．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
（単位：円）

内容 金額 算定方法
○○体育館の ××× ○○体育館使用料金表によってい

無償利用 ます。

科目

「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」を基に作成

　以下に示すものは、想定される注記を例示したものです。該当事項がない場合は記載不要です。
　なお、認定特定非営利活動法人においては、「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告
書」12ページ３（１）の事項について、詳細に記載されることが望まれます。

　※｢特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書｣
　　　http://www.npo-homepage.go.jp/kaigi/kaikeimeikaku-kenkyuu

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認めら
れる金額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

ボランティアによる役務の提供は、「５．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提
供の内訳」として注記しています。

合理的な算定方法を記載する。
（活動計算書に計上する場合は客観的な算定方法）

事業費のみの内訳を表示することも可能。

どの会計基準に基づいて作成したか記載する。

消費税を購入価格や販売価格に含めて記帳する方法である「税込
方式」と、消費税を支払ったり受け取ったりする都度、区分して経理
する方法である「税抜方式」のどちらによっているかを記載する。
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５．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
（単位：円）

内容 金額 算定方法
○○事業相談員 ××× 単価は××地区の最低賃金によって

　■名×■日間 算定しています。

６．使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は×××円ですが、そのうち×××円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は×××円です。

（単位：円）
期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

○○地震被災者 ××× ××× ××× ××× 翌期に使用予定の支援用資金
援助事業

△△財団助成 ××× ××× ××× ×××
××事業

合計 ××× ××× ××× ×××

７．固定資産の増減内訳
（単位：円）

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産
什器備品 ××× ××× ××× ××× △××× ×××
・・・・・・・ ××× ××× ××× ××× △××× ×××

無形固定資産
・・・・・・・ ××× ××× ××× ××× △××× ×××

投資その他の資産
・・・・・・・ ××× ××× ××× ××× ×××

合計 ××× ××× ××× ××× △××× ×××

８．借入金の増減内訳
（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
長期借入金 ××× ××× ××× ×××
役員借入金 ××× ××× ××× ×××

合計 ××× ××× ××× ×××

９．役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

計算書類に計

上された金額

（活動計算書）
受取寄附金 ××× ××× ×××
委託料 ××× ××× ×××

活動計算書計 ××× ××× ×××

（貸借対照表）
未払金 ××× ××× ×××
役員借入金 ××× ××× ×××

貸借対照表計 ××× ××× ×××

内容 備考

助成金の総額は××円です。活動計算
書に計上した額××円及び期末残高×
×円との差額××円は前受助成金として
貸借対照表に負債計上しています。

科目 内、役員との
取引

内、近親者及び
支配法人等との

取引

合理的な算定方法を記載する。
（活動計算書に計上する場合は客観的な算定方法）

対象事業及び実施期間が定められ、未使用額の返還義務が規定されている助成金・補

助金を前受経理をした場合、「当期増加額」には、活動計算書に計上した金額を記載する。
助成金・補助金の総額は「備考」欄に記載する。
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　・　現物寄附の評価方法
現物寄附を受けた固定資産の評価方法は、固定資産税評価額によっています。

　・　事業費と管理費の按分方法

　・　重要な後発事象

　・　その他の事業に係る資産の状況

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合に
基づき按分しています。

その他の事業に係る資産の残高は、土地・建物が××円、棚卸資産が××円です。
特活事業・その他の事業に共通で使用している重要な資産は土地・建物が××円です。

10．その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにす
　るために必要な事項

令和××年×月×日、○○事業所が火災により焼失したことによる損害額は××円、保険の契約金額は××
円です。

貸借対照表作成日後に発生した事象で、次年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼすもの（例：
自然災害等による重大な損害の発生、重要な係争事件の発生又は解決、主要な取引先の倒産等）につ
いて記載する。

その他の事業に固有の資産で重要な
もの及び特定非営利活動に係る事
業・その他の事業に共通で使用して
いる重要な資産の残高状況について
記載する。

重要性が高いと判断される場合に記載する。

重要性が高いと判断される場合に記載する。
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「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」を基に作成

勘定科目 科目の説明
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 確実に入金されることが明らかな場合を除き、実際に入金したときに計上する。
賛助会員受取会費 対価性が認められず明らかに贈与と認められるものや、それを含む場合があり、ＰＳＴの

判定時に留意が必要。
２．受取寄附金

受取寄附金
資産受贈益 無償又は著しく低い価格で現物資産の提供を受けた場合の時価による評価差益。
施設等受入評価益 受け入れた無償又は著しく低い価格で施設の提供等の物的サービスを、合理的に算定

し外部資料等によって客観的に把握でき、施設等評価費用と併せて計上する方法を選
択した場合に計上する。

ボランティア受入評価益 提供を受けたボランティアからの役務の金額を、合理的に算定し外部資料等によって客
観的に把握でき、ボランティア評価費用と併せて計上する方法を選択した場合に計上す
る。

３．受取助成金等
　 受取助成金

受取補助金
４．事業収益 事業の種類ごとに区分して表示することができる。

売上高 販売用棚卸資産の販売やサービス（役務）の提供などにより得た収益。
○○利用会員受取会費 サービス利用の対価としての性格をもつ会費。

５．その他収益
受取利息
為替差益 為替換算による差益。なお為替差損がある場合は相殺して表示する。
雑収益 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、質的に重要でない収

益。この科目の金額が他と比して過大になることは望ましくない。
Ⅱ 経常費用

１．事業費
(1) 人件費

役員に対する報酬等（使用人兼務分を除く）のうち、事業に直接かかわる部分
給料手当 使用人兼務役員の使用人部分を含む
臨時雇賃金
ボランティア評価費用 ボランティアの費用相当額。ボランティア受入評価益と併せて計上する。
法定福利費
退職給付費用 退職給付見込額のうち当期に発生した費用。会計基準変更時差異の処理として、定額

法により費用処理する場合、一定年数（15年以内）で除した額を加算する。少額を一括
して処理する場合も含まれる。

通勤費 給料手当、福利厚生費に含める場合もある。
福利厚生費

(2) その他経費
売上原価 販売用棚卸資産を販売したときの原価。期首の棚卸高に当期の仕入高を加え期末の棚

卸高を控除した額。
業務委託費
諸謝金 講師等に対する謝礼金。
印刷製本費
会議費
旅費交通費
車両費 車両運搬具に関する費用をまとめる場合。内容により他の科目に表示することもできる。
通信運搬費 電話代や郵送物の送料等。
消耗品費
修繕費
水道光熱費 電気代、ガス代、水道代等。
地代家賃 事務所の家賃や駐車場代等。
賃借料 少額資産に該当する事務機器のリース料等。不動産の使用料をここに入れることも可

能。
施設等評価費用 無償でサービスの提供を受けた場合の費用相当額。施設等受入評価益と併せて計上

する。
減価償却費

活動計算書（活動予算書）の科目例

補助金や助成金の交付者の区分によって受取民間助成金、受取国庫補助金等に区分
することができる。

　以下に示すものは、一般によく使われると思われる科目のうち、主なものを例示したものです。したがって、該当がない
場合は使用する必要はありませんし、利用者の理解に支障がなければまとめても構いません。また、適宜の科目を追加
することができます。

役員報酬
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勘定科目 科目の説明
保険料
諸会費
租税公課 収益事業に対する法人税等は租税公課とは別に表示することが望ましい。なお、法人

税等を別表示する際には、活動計算書の末尾に表示し、税引前当期正味財産増減額
から法人税等を差し引いて当期正味財産増減額を表示することが望ましい。

研修費
支払手数料
支払助成金
支払寄附金
支払利息 金融機関等からの借入れに係る利子・利息。
為替差損 為替換算による差損。なお、為替差益がある場合は相殺して表示する。
雑費 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、質的に重要でない費

用。この科目の金額が他と比して過大になることは望ましくない。
２．管理費
(1) 人件費

役員報酬 役員に対する報酬等（使用人兼務分を除く）のうち、事業に直接かかわる部分
給料手当 使用人兼務役員の使用人部分を含む
法定福利費
退職給付費用 退職給付見込額のうち当期に発生した費用。会計基準変更時差異の処理として、定額

法により費用処理する場合、一定年数（15年以内）で除した額を加算する。少額を一括
して処理する場合も含まれる。

通勤費 給料手当、福利厚生費に含める場合もある。
福利厚生費

(2) その他経費
印刷製本費
会議費
旅費交通費
車両費 車両運搬具に関する費用をまとめる場合。内容により他の科目に表示することもできる。
通信運搬費 電話代や郵送物の送料等。
消耗品費
修繕費
水道光熱費 電気代、ガス代、水道代等。
地代家賃 事務所の家賃や駐車場代等。
賃借料 少額資産に該当する事務機器のリース料等。不動産の使用料をここに入れることも可

能。
減価償却費
保険料
諸会費
租税公課 収益事業に対する法人税等は租税公課とは別に表示することが望ましい。なお、法人

税等を別表示する際には、活動計算書の末尾に表示し、税引前当期正味財産増減額
から法人税等を差し引いて当期正味財産増減額を表示することが望ましい。

支払手数料
支払利息 金融機関等からの借入れに係る利子・利息。
雑費 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、質的に重要でない費

用。この科目の金額が他と比して過大になることは望ましくない。
Ⅲ 経常外収益

固定資産売却益
過年度損益修正益 過年度に関わる項目を当期に一括して修正処理をした場合。

Ⅳ 経常外費用
固定資産除・売却損
災害損失
過年度損益修正損 過年度に関わる項目を当期に一括して修正処理をした場合。会計基準を変更する前事

業年度以前に減価償却を行っていない資産を一括して修正処理する場合などに用い
る。減価償却費だけの場合は、「過年度減価償却費」の科目を使うこともできる。

Ⅴ 経理区分振替額
経理区分振替額 その他の事業がある場合の事業間振替額。

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた
　　場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分して表示し、当該寄附金等を後者に計上すること
　　が望ましい。当該寄附金（補助金・助成金）の使途等が解除された場合等には、「一般正味財産増減の部」に　「受取寄附
　　金（補助金・助成金）振替額」を、「指定正味財産増減の部」に「一般正味財産への振替額（△）」を勘定科目として記載す
　　る。

43



  44 

 

 

 

 

委 任 状 

 

令和  年  月  日 

 

       申 請 者 

 

        住所又は居所                         

 

        氏    名                         

 

 

   私は次の者を代理人と定め、特定非営利活動法人  ○ ○ ○ 〇      の 

申請に係る一切の手続を委任します。 

 

        代 理 人  

 

        住所又は居所                         

 

氏    名                         

 

 
 

 

この委任状は、申請者以外の代理人

の方が所轄庁に申請書類をご提出さ

れる場合に、必要となります。 

住民票記載どおりに記入して 

ください。 

藤沢 太郎 

神奈川県藤沢市○○１丁目２番３号 

 

この委任状は、申請者以外の代理人の方が所轄庁に申請書類をご提出される場合に、必要と

なります。 

なお、本人確認のため、申請書に記載されている申請者の連絡先（電話番号）に担当職員が

連絡する場合がございます。 
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２ 法人の成立 

設立登記完了届出書について 

○ 法人の設立認証を受けた後、設立の登記をすることで法人が成立します。 
設立の登記は認証後２週間以内に行ってください。(組合等登記令第２条第１項) 

なお、認証日から６か月を経過しても設立の登記をしない場合には、設立認証の取消対

象になります。（法第１３条第３項） 

○ 設立の登記に当たって、設立当初の財産目録を作成する必要があります。 

  詳しい手続は、主たる事務所の所在地を所管する法務局にご確認ください。 

※法務局 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html 

○ 設立の登記が済んだら、遅滞なく市民自治推進課に設立登記完了の届出をして

ください。届出時には、次の①～⑨の書類を提出してください。 

  また、次のページ以降に①設立登記完了届出書（第３号様式）及び⑨設立当初の財産

目録の記載例を掲載しましたので、参考にしてください。 

提出書類 提出部数 

① 設立登記完了届出書(第３号様式) 1 部 

② 登記をしたことを証する登記事項証明書 1 部 

③ 設立当初の定款（※） 1 部 

④ 設立時の役員名簿（※） 1 部 

⑤ 設立時の認証書の写し（※） 1 部 

⑥ 設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書（※） 1 部 

⑦ 設立当初の事業年度及び翌年度の活動予算書（※） 1 部 

⑧ 登記をしたことを証する登記事項証明書の写し（②のコピー) （※） 1 部 

⑨ 設立当初の財産目録（※） ２部 

  （※）③～⑨（ただし、個人の住所又は居所の記載を除く）は、閲覧用の書類となり
ます。 

 

参考 特定非営利活動法人の税金について 

①設立届の提出 

○ 法人を設立した場合には税務署に届出が必要となる場合があるので税務署にお問い合

わせください。また、県税事務所及び藤沢市に対し法人の設立届を提出することが必要

となります。 

②法人税、法人事業税・県民税の取扱い 

○ 法人税及び法人事業税については、法人税法上の収益事業（法人税法施行令第５条第１

項に掲げられている 34 業種。以下同じ。）の所得に対しては課税されますが、それ以外

の事業の所得に対しては課税されません。 

○ 法人住民税（県民税・市町村民税）については、法人税法上の収益事業を行っている場

合は、均等割と法人税割が課税され、法人税法上の収益事業を行っていない場合は均等

割のみが課税されます。 

③減免制度 

○ 藤沢市では、法人税法上の収益事業を行っていない法人については、法人からの申請に

より、市民税の均等割を減免することとしています。（県民税の均等割についても同様

です。） この減免を受けるためには納期限〔４月３０日〕までに申請書を提出するこ

とが必要です。 

※税金に関する詳しいことは、お近くの税務署、県税事務所、藤沢市の税の担当窓口へお

問い合わせください。 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html
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第３号様式 

 

 

 

設立 (合併) 登記完了届出書 

 

 

令和○年○○月○○日  

 

 

藤沢市長  

 

 

主たる事務所の所在地 

 

神奈川県藤沢市○○町○番地○号 

 

その他の事務所の所在地 

 

神奈川県藤沢市□□町○番地の○ 

 

名   称 

 

 特定非営利活動法人 ○○○○○○○ 

 

代表者氏名 

理事長  ○ ○  ○ ○    

 

 

 

 

 

設立(合併)の登記を完了しましたので、特定非営利活動促進法第 13 条第２項（第 39 条

第２項において準用する第 13 条第２項）の規定により、届け出ます。 

 

 

備考 

１ 当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び法第 14 条の財産目録を添付して

ください。 

 ２ 不用の文字は、抹消してください。 

 

合併の文字は抹消してく

ださい。 

記載例 

施行規則で定まった様式で

す。藤沢市以外の様式では

受理できません。 

その他の事務所がない場合は 

「なし」としてください。 



財産目録
××年×月×日現在

法人の名称　　特定非営利活動法人　○○○○○

（単位：円）
科目 金額

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
手元現金 ×××
××銀行普通預金 ×××

未収金
××事業未収金 ×××

・・・・・・・・ ×××
流動資産合計 ×××

２．固定資産
（１） 有形固定資産

什器備品
パソコン1台 ×××
応接セット ×××
・・・・・・・・ ×××
歴史的資料 評価せず

・・・・・・・・ ×××
有形固定資産計 ×××

（２） 無形固定資産
ソフトウェア
財務ソフト ×××

・・・・・・・・ ×××
無形固定資産計 ×××

（３） 投資その他の資産
敷金 ×××
○○特定資産
××銀行定期預金 ×××
・・・・・・・・ ×××
投資その他の資産計 ×××

固定資産合計 ×××
資産合計 ×××

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
事務用品購入代 ×××
・・・・・・・・ ×××

預り金
源泉所得税預り金 ×××
・・・・・・・・ ×××

・・・・・・・・ ×××
流動負債合計 ×××

２．固定負債
長期借入金 ×××
××銀行借入金 ×××
・・・・・・・・ ×××

・・・・・・・・ ×××
固定負債合計 ×××

負債合計 ×××
正味財産 ×××

登記事項証明書の法人成立の年月

日を記載してください。
日付ではなく、「成立の日現在」と記
載することもできます。

口座番号の記載
は不要。

基本的に貸借対照表上の
金額と同じ金額を記載する。

金銭評価ができない資産
については「評価せず」とし
て記載できる。

この財産目録は、平成２３年度内閣府において実施された特定非営利活動法人の会計の明確化に関す

る研究会の報告書から抜粋しています。「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」

は内閣府のホームページで公表されています。考え方や記載方法等の詳細はそちらをご覧ください。
〔アドレス http://www.npo-homepage.go.jp/kaigi/kaikeimeikaku-kenkyuu 〕
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 法人は、毎事業年度初めの３か月以内に、前事業年度の事業報告書、活動計算書、

貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、前事業年度の末日の社員名簿を作成し、法人

の主たる事務所及び従たる事務所に備え置くこと（法第 28 条第 1 項）と、市へ提出

していただくこと（法第 29 条）が必要です。 

 また、役員の変更（法第 23 条）や定款の変更（法第 25 条）などを行う場合には、

市に届出又は申請をすることが定められています。 

 ここでは、こうした法に基づく申請・届出等について簡単にご案内しています。（詳

しい様式等は、「特定非営利活動法人関係事務の案内【法人成立後編】」でご案内しま

す。）なお、法人成立後の情報公開については、67 ページＱ23 をご覧ください。 

 

1 毎年作成・提出する書類 
○ 次の①から⑥までの書類については、毎事業年度初めの３か月以内に作成し、閲覧用
を含め、それぞれの書類について各２部を市に提出してください。 

 

 提出書類 提出部数 

① 前事業年度の事業報告書 ２部 

② 前事業年度の活動計算書 ２部 

③ 前事業年度の貸借対照表 ２部 

④ 前事業年度の財産目録 ２部 

⑤ 
年間役員名簿（前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及
び住所又は居所並びに前事業年度における報酬の有無を記載した名簿） 

２部 

⑥ 前事業年度の末日における社員のうち 10 人以上の者の名簿 ２部 

○ 上の①～⑥の書類は、毎事業年度初めの３か月以内に作成し、作成の日から起算して
５年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、主たる事務所及び従たる事務所に備
え置かなければなりません。（法第 28 条第１項）特定非営利活動法人は、その社員その
他の利害関係人から上記①～⑥の書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理
由がある場合を除いて､これを閲覧させなければなりません｡ 
なお、設立後(合併後)①～⑥の書類が作成されるまでの間は、認証申請時の事業計画

書及び活動予算書、成立時(合併時)の財産目録が閲覧の対象となります。（法第 28 条第
３項） 
また、次の書類についても、主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、その社員そ

の他の利害関係人から閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて､
これを閲覧させなければなりません｡ 

 
 備え置かなければならない上記①～⑥以外の書類 

① 役員名簿 

② 定款 

③ 認証書の写し 

④ 登記事項証明書の写し 

 

２ 貸借対照表の公告 

○ 平成２８年６月７日の特定非営利活動促進法の一部改正に伴い、NPO 法人自身にお

いて、毎年貸借対照表の公告を行うことが義務付けられます(平成３０年１０月１日施

行)。具体の公告方法については、２７ページを参照してください。 

Ⅲ 法人成立後の申請・届出等 
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３ 役員の変更 
○ 役員の変更（任期満了による再任を含む。）があった場合は、役員の変更の届出が必

要です。次の①及び②の書類を市の窓口に提出してください。 

  なお、新たに就任した役員がいる場合は、③及び④の書類をあわせて提出する必要が

あります。(再任された役員については、③及び④の書類の提出は不要です。) 

提 出 書 類 提出部数 

① 役員の変更等届出書(第４号様式) １部 

② 
変更後の役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員について

の報酬の有無を記載した名簿） 
２部 

③ 誓約及び就任承諾書の謄本（コピー） １部 

④ 各役員の住所又は居所を証する書面 ※５ページ⑤参照 １部 

４ 定款の変更 
 定款を変更するときは、定款に定められた変更方法により総会での議決を経る必要があり

ます。その後、変更事項によって所轄庁の認証又は届出が必要です。 

 

(１) 定款の変更の認証申請 
○ 変更事項が以下のいずれかのときは、所轄庁の認証が必要となります。 

（1）目的 

 （2）名称 

（3）特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

（4）主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限る。） 

（5）社員の資格の得喪に関する事項 

（6）役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く。） 

（7）会議に関する事項 

（8）その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 

（9）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。） 

（10）定款の変更に関する事項 

○ 所轄庁の認証が必要となる事項を変更する場合には、申請が必要です。次の①～③の

書類を藤沢市の窓口に提出してください。 

○ なお、「特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類」又は「その他

の事業に係る事項」の変更を含む場合は、④及び⑤の書類をあわせて提出する必要があ

ります。 

○ 定款の変更の認証については、設立時と同様に申請書受理後、２週間の縦覧を行いま

すので、③から⑤までの書類については、縦覧用も含め、２部提出してください。 

縦覧終了後２か月以内に認証・不認証が決定します。 

提 出 書 類 提出部数 

① 定款変更認証申請書(第５号様式) １部 

② 定款変更をした社員総会の議事録の謄本（コピー） １部 

③ 変更後の定款 ２部 

④ 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 ２部 

⑤ 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 ２部 
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○ 所轄庁の変更(主たる事務所を県外に移す、横浜市、川崎市及び相模原市のみに事務所を置

く。)を伴う定款の変更の認証申請の場合は、次の⑥～⑬までの書類をあわせて提出する

必要があります。 

なお、上記①～⑤及び⑥、⑦の書類は、変更後の所轄庁の所定の様式で作成する必

要があるため、事前にご相談ください。（申請書類は現在の所轄庁に提出します。） 

⑥ 
役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の

有無を記載した名簿） 
２部 

⑦ 
法第 2 条第 2 項第 2 号及び法第 12 条第 1 項第 3 号に該当することを確

認したことを示す書面 
１部 

⑧ 前事業年度の事業報告書 １部 

⑨ 前事業年度の活動計算書 １部 

⑩ 前事業年度の貸借対照表 １部 

⑪ 前事業年度の財産目録 １部 

⑫ 
年間役員名簿（前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名

及び住所又は居所並びに前事業年度における報酬の有無を記載した名簿） 
１部 

⑬ 前事業年度の末日における社員のうち 10 人以上の者の名簿 １部 

  ※ 上記⑧～⑬が作成される前は、設立当初の事業計画書、活動予算書、成立時（合併

時）の財産目録を提出してください。 
   

○ 定款の変更の認証を受けた後、閲覧用も含め、⑭及び⑮の書類を市の窓口に提出し

てください。なお、登記事項（目的、名称、活動の種類、事業等）を変更した場合は、

⑯及び⑰の書類をあわせて提出する必要があります。 

⑭ 変更後の定款（附則に、認証となった日付を記入したもの） １部 

⑮ 当該定款変更に係る認証書類の写し（コピー） １部 

⑯ 
当該定款変更に係る登記事項証明書 

（注）登記事項を変更した場合に提出してください。 
１部 

⑰ 
当該定款変更に係る登記事項証明書の写し（コピー） 

（注）登記事項を変更した場合に提出してください。 
１部 

 

 (２) 定款の変更の届出 
  変更事項が以下のいずれかのときは、総会で議決により定款の変更をすることが

できます。変更した後は、所轄庁への届出が必要となります。 

 

（1）神奈川県内における主たる事務所及びその他の事務所の移転・新設・廃止（所轄庁の変更を伴わないもの）  

＊ 横浜市、川崎市及び相模原市のみに事務所を置く変更となる場合は、所轄庁の変更を伴う定款変更認

証申請が必要となりますのでご注意ください。 

（2）役員の定数に係るもの 

（3）資産に関する事項 

（4）会計に関する事項 

（5）事業年度 

（6）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。） 

（7）公告の方法 

（8）上記のほか法第１１条第１項各号に規定がない事項（合併に関する事項、事務局に関

する事項など） 
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○ 届出が必要な場合には、次の①～③の書類を市の窓口に提出してください。 

提 出 書 類 提出部数 

① 定款変更届出書（第６号様式） １部 

② 定款変更をした社員総会の議事録の謄本（コピー)  １部 

③ 変更後の定款（原本証明不要） ２部 

 
○ 変更事項が、「神奈川県内における主たる事務所及びその他の事務所の移転・新設・廃止」
又は「法人の存続期間又は解散の事由の定めの変更」である場合は、次の書類が必要となり
ます。 

＊ 横浜市、川崎市及び相模原市のみに事務所を置く変更となる場合は、所轄庁変更を伴う定款変更認証申

請が必要となりますのでご注意ください。 

④ 定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書 １部 

⑤ 定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書の写し（④のコピー） １部 

５ 法人の解散 
○ 法人を解散する場合には、その事由等により、申請又は届出が必要です。申請書又は
届出書に必要書類を添付して、市の窓口に提出してください。 

 
（１）解散の認定申請 

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能による解散は、解散の認定申請
が必要です。 

提出書類 提出部数 

① 解散認定申請書（第７号様式） １部 

② 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面 １部 

 
（２）解散の届出 

社員総会の決議、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠亡又は破産手続開始の決
定による解散は、解散の届出が必要です。 

提出書類 提出部数 

① 解散届出書（第８号様式） １部 

② 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 １部 

 
（３）清算人の就任の届出 

清算中に清算人が就任した場合は、清算人の就任の届出が必要です。 
提出書類 提出部数 

① 清算人就任届出書（第９号様式） １部 

② 当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書   １部 

 
（４）残余財産の譲渡の認証申請 

定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、市の認証を得て、その
財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。 

提出書類 提出部数 

① 残余財産譲渡認証申請書（第 10 号様式） １部 

 
（５）清算結了の届出 

解散に係る清算が結了したときは、清算結了の届出が必要です。 
提出書類 提出部数 

① 清算結了届出書（第 11 号様式） １部 

② 清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 １部 
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６ 法人の合併 
○ 特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができます。法人の

社員総会の議決を経た後、藤沢市の認証を受けなければ、合併することができません。

合併の認証申請書類一式を藤沢市へ提出してください。 

○ 合併の認証については、設立時と同様に申請書受理後、２週間の縦覧を行いますので、

③、④及び⑨から⑪までの書類については、縦覧用を含め、２部提出してください。 

 

※ ②から⑪までの書類の作成方法については、４ページからのⅡ法人設立手続の概要の「設立」

を「合併」に読みかえてご参照ください。 

提出書類 提出部数 

① 合併認証申請書（第 12 号様式） １部 

② 合併の議決をした社員総会の議事録の謄本（コピー） １部 

③ 定款 ２部 

④ 
役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有

無を記載した名簿） 
２部 

⑤ 
各役員が法第 20 条各号に該当しないこと及び法第 21 条の規定に違反

しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 
各１部 

⑥ 各役員の住所又は居所を証する書面  各１部 

⑦ 社員のうち 10 人以上の者の名簿 １部 

⑧ 
法第２条第２項第２号及び法第 12 条第１項第３号に該当すること

を確認したことを示す書面 
１部 

⑨ 合併趣旨書 ２部 

⑩ 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 ２部 

⑪ 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 ２部 

 

７ 認定（特例認定）ＮＰＯ法人制度 
認定（特例認定）ＮＰＯ法人制度は、ＮＰＯ法人への寄附を促すことにより、ＮＰＯ法

人の活動を支援するために税制上設けられた制度です。 

認定ＮＰＯ法人とは、ＮＰＯ法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公

益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたも

のをいいます。また、特例認定ＮＰＯ法人とは、ＮＰＯ法人の設立の日から５年経過しな

いもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の

基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものとして、所轄庁の特定認定を受けたもの

をいいます。 

 神奈川県に主たる事務所を置くＮＰＯ法人（政令指定都市（横浜市、川崎市、相模原市）

の各市域のみに事務所を置く法人を除く）の認定事務に関する相談や申請については、神

奈川県で受け付けます。（藤沢市の市域のみに事務所を置くＮＰＯ法人であっても、認定事

務は神奈川県で行います。） 

詳細につきましては、神奈川県のホームページに掲載されている「認定（特例認定）Ｎ

ＰＯ法人制度申請の手引き」をご覧ください。 

（ＨＰアドレス）http://www.pref.kanagawa.jp/docs/md5/cnt/f417661/index.html 
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８ 市指定ＮＰＯ法人制度 

市指定ＮＰＯ法人制度は、認定（特例認定）ＮＰＯ法人制度と同様に、ＮＰＯ法人への

寄附を促すことにより、ＮＰＯ法人の活動を支援するために税制上設けられた制度です。 

市指定ＮＰＯ法人とは、ＮＰＯ法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって

公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、市の条例で個別に指定

されたものをいいます。 

市指定ＮＰＯ法人として市の指定を受けた法人は、認定ＮＰＯ法人になるための基準の

一つである「パブリック・サポート・テスト（ＰＳＴ）※」が、免除されます。 

※ パブリック・サポート・テスト（ＰＳＴ） 

認定ＮＰＯ法人になるための基準の一つで、広く市民から支持を受けているかどうかを判断するもの。 

詳細につきましては、藤沢市のホームページをご覧ください。 

（ＨＰアドレス） 

・特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）条例指定制度   

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/jiti-s2/kurashi/shimin/npo/shitesedo.html 

 

９ 県指定ＮＰＯ法人制度 

県指定ＮＰＯ法人制度は、認定（特例認定）ＮＰＯ法人制度と同様に、ＮＰＯ法人への

寄附を促すことにより、ＮＰＯ法人の活動を支援するために税制上設けられた制度です。 

県指定ＮＰＯ法人とは、ＮＰＯ法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって

公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、県の条例で個別に指定

されたものをいいます。 

県指定ＮＰＯ法人として県の指定を受けた法人は、認定ＮＰＯ法人になるための基準の

一つである「パブリック・サポート・テスト（ＰＳＴ）※」が、免除されます。 

※ パブリック・サポート・テスト（ＰＳＴ） 

認定ＮＰＯ法人になるための基準の一つで、広く市民から支持を受けているかどうかを判断するもの。 

詳細につきましては、神奈川県のホームページに掲載されている「県指定ＮＰＯ法人制

度 指定申出の手引」等をご覧ください。 

（ＨＰアドレス） 

・県指定ＮＰＯ法人制度 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/md5/cnt/f370165/index.html 

・手引書等     

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/md5/cnt/f370165/p755486.html   
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○ 特定非営利活動法人制度に関する基本的な事項をＱ&Ａ形式にまとめたものですので、

参考にしてください。 

Ｑ 項   目 内        容 法 条例 規則 

  [総論]     
1 
 
 

特定非営利活動促
進法ができた背景 

 特定非営利活動促進法はどのような背景が
あって制定されたのか。 

   

2 法人格を得るとい
うこと 

 特定非営利活動法人として法人格を取得す
ることの意味は何か。 

  

3 法人認証事務の特
色 

 特定非営利活動法人の認証事務の特色はど
のような点にあるか。 

  

 [定義] 
不特定かつ多数の
ものの利益 

 
 「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄
与する」とはどのような意味か。 

 
 2-1 

  

４ 

 
5 

 
法人格取得の要件 

 
 特定非営利活動法人として法人格を取得す
るには、どのような団体でなければならない
のか。 

  
 2 
12-1 

  

  
主たる目的 
 

 
特定非営利活動を行うことを「主たる目的」

としているかどうかはどのように判断するの
か。 
  

 
 2-2 
  

  

6 
 

7 営利を目的としな
い 
 

特定非営利活動促進法でいう「営利を目的
としないもの」とは、どのような意味なのか。 
  
 

 2-2-1 
  

  

8 社員の資格の得喪
に関する不当な条
件 

 「社員の資格の得喪に関して不当な条件を
付さないこと」とは、どのような意味か。ま
た、どのような条件が不当な条件に当たるの
か。 

 2-2-1   

9 [その他の事業] 
その他の事業 

 「その他の事業」を行う場合に留意しなけ
ればならないことは何か。 
 

 5   

10 
 
 

11 

[事務所] 
主たる事務所の要
件 
[設立認証申請] 
申請手続 
 

 「主たる事務所」とは、どのような場所を
いうのか。 
 

法人の設立認証申請の手続は、どのように
すればよいのか。 

 6 
 
 
 10 
12-2 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

12 申請窓口 
 
 

 法人の設立認証申請は、どこに行えばよいの
か。 
 
  

9 
10-1 
  

2 
 

 

 

13 申請書の提出 申請書類の提出に当たって、留意すべきこ
とはあるか。 
  

10 
  

2 1 

 

14 事業年度 
 
 
 
[公表・縦覧] 
公表・縦覧の方法 

 

事業年度は任意に決めることができるか。
また、事業年度の期間や開始時期は毎年変更
できるか。 
  

法でいう｢公表」や｢縦覧」は、具体的には
どのように行うのか。 
 

10 
 
 
 
10-2 

 
 

 
 
 
 
2,3, 
11 
 

 
 
 

15 

Ⅳ Ｑ＆Ａ 
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Ｑ 項   目 内        容 法 条例 規則 

 
16 

[認証の基準] 
審査基準 

 

所轄庁はどのような基準で審査し、認証を
行うのか。また、所轄庁によって審査の基準
や運用が異なることはないのか。 
  

 12-1 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

17 
 

 
 
18 
 
 
 
19 
 
 
 
20 
 
 
21 

審査期間 
 
 
[登記] 
登記の効力 
 
 
[役員] 
特定非営利活動法
人の役員 
 
 
役員の資格 
 
[定款の変更]  
定款の変更手続 
 

 設立の申請後、どのくらいで認証、不認証
が決定されるのか。 
  
  
 特定非営利活動促進法において、「登記」は
どのような効力があるか。 
 
  
 特定非営利活動促進法では、役員の数や選
任方法、権限、業務などについてどのように
規定されているのか。 
 
 役員は誰でもなることができるのか。 
 
 

定款の変更を行う場合には、どのような手続
が必要か。 

12-2 
 
 
 
7,13 
 
 
 
15～24 
 
 
 
20,21 
 
 
25 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
5 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
8,9 

 
 

 
[会計] 

  
 

 
 

 
 

 
 

22 
 
 

23 

会計の原則 
 
[情報公開] 
法人の義務 

 法人の会計は、どのようにすればよいのか。 
 
 

活動内容については、どのような情報が公
開の対象となるのか。 

27 
 
 
28 

  

 
24 

 
所轄庁における
閲覧 

 
所轄庁に提出し、閲覧の対象となる書類は何

か。また、閲覧はどのように行うのか。 

 
29,30 

 
7,8,9
,10 

 
10,11 

 
 
 

     

 
25 

[解散] 
解散手続 

  
法人を解散する場合には、どのような手続

をとればよいのか。また、その際の残余財産
の処理方法はどうなるのか。 

 
31～ 
32の8 

 
11,12 

 
12～ 
15 

 
26 

[監督] 
報告及び検査の
要件 
 

 
 所轄庁が特定非営利活動法人に対して報告
や検査を求めるのはどのような場合か。また、
どのような方法で行うのか。 
 

 
41 
 

  
19 

 
27 

 
改善命令 

  
 所轄庁は、どのような場合に特定非営利活
動法人に対して改善命令を行うことができる
のか。 

 
42 

  

      

28 認証取消 
 

 所轄庁は、どのような場合に特定非営利活
動法人の設立の認証を取り消すことができる
のか。 

13，43   

 
 

29 
 

 
[税制] 
税制上の取扱い 

  
特定非営利活動法人は、税法上どのように

扱われるのか。 

 
70,71 
附則 

  

      

30 
～
37 

〔法改正〕 
貸借対照表の公
告方法について 

 
 貸借対照表の公告方法におけるＱ＆Ａ 
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[総論] 

 (特定非営利活動促進法ができた背景) 

Ｑ1  特定非営利活動促進法はどのような背景があって制定されたのか。 

 

Ａ 福祉や環境、人権、国際協力など様々な分野で、地域社会の課題の解決に向け、ボラ

ンティア活動をはじめとする民間非営利活動が活発になっています。 

 こうした活動は、今後より豊かな地域社会を築いていく上でますます重要な役割を果

たしていくものと考えられており、活動をより活発化するための環境整備が求められて

いました。 

 これらの活動の主体の多くは任意団体であり法的な主体となれないことから、事務所

の賃貸など各種の契約や登記を行う場合、代表者個人の負担となるところが多くなるこ

とをはじめ、活動の幅や団体の規模が拡大するに伴い様々な活動上の不便が生じている

ことが指摘されてきました。 

 こうした団体が法人格を得るには民法の公益法人制度がありましたが、永続性・継続

性を確保しなければならないことから確固とした財政基盤や組織としての実体が確実で

あることが必要とされており、基本財産の額をはじめ、過去の実績、社員の数などが許

可の際の判断基準となっているなど、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利活

動を行う団体が法人格を取得することは、大変厳しいものといわれていました。 

 こうしたことから、活動を進める団体や市民から新たな法人制度の設立を求める声が

高まり、それに呼応して国会においても活発な議論が展開された結果、特定非営利活動

を行う団体が比較的簡便に法人を設立することができる制度として、平成10年3月に「特

定非営利活動促進法」が制定され、同年 12 月 1 日から施行されました。 

 また、その後、「法の施行後3年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が

講じられる」との法附則の検討条項の規定を踏まえ、国会等において、法の運用の実態

に照らした検討が重ねられてきました。 

 なお、営利を目的としない団体が、より簡便に法人格を取得できる制度として、「一般

社団法人及び一般財団法人に関する法律」が制定され、平成 20 年 12 月から施行されま

した。 

【参考】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 

 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は、法人格の取得と公益性の判断を

分離するという基本方針の下、営利を目的としない社団と財団について、法人が行う事

業の公益性の有無にかかわらず、登記のみによって簡便に法人格を取得できる制度です。 

詳しくは、以下の法務省のホームページ「一般社団法人及び一般財団法人制度のＱ＆

Ａ」をご覧ください。 〔アドレス http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html〕 

 

(法人格を得るということ) 

Ｑ２  特定非営利活動法人として法人格を取得することの意味は何か。 

 

Ａ 法人と任意団体との違いということでは次のように整理できます。 

  法人となりますとその法人が契約の主体となりますので、事務所等の賃貸借契約を結

ぶ、銀行から金銭を借り入れるなどの各種契約や不動産の登記、金融機関の口座開設な

どが法人名義でできることになります。また国際協力を行う際に相手政府等の信用が得

やすくなるということも言われています。 

  その一方で、法人として税を負担する、従業員を雇えば社会保険や労災保険に加入し

なければならないといったことも必要となります。このほか社会的信用を得るためには、
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財務や事業の内容等、団体の情報を公開し透明性を確保する必要もありますし、解散の

際に残余財産がある場合は提供者には戻されず、特定非営利活動法人や他の公益を目的

とする法人、又は国や地方自治体に引き継がれるなど、公益的な活動を行う法人として

の様々な責任を負うことになります。 

このように法人格を取得し法律上の権利義務の主体となるということには大きな意

味がありますが、同時に様々な社会的責任や義務を負うということにもなります。 

  

(法人認証事務の特色) 

Ｑ３  特定非営利活動法人の認証事務の特色はどのような点にあるか。 

 

Ａ 特定非営利活動促進法は、立法の過程で、行政の裁量が働かないように、従来の他の

法人格付与法では政令や省令などに委任しているような事項についても、必要な事項は

できる限り法律の中で規定するという姿勢で制定されたという経過があります。 

こうした立法におけるスタンスを前提として、設立の認証の審査に際しても、所轄庁

は、原則的には、法定の提出書類をもとに、法定の要件が備わっているかどうかを判断

するものと国会審議で確認されています。 

したがって、県でも、基本的には、提出された申請書類の記載内容を判断材料として、

法第 12 条による認証の基準に適合しているかどうかなどを確認し、適合すると認める

ときに認証の決定を行うということとなります。 

   

 [定義] 

 (不特定かつ多数のものの利益) 

Ｑ４  「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」とはどのような意味か。 

 

Ａ 「不特定かつ多数のものの利益」とは、いわゆる「公益」と同義であり、「社会全般

の利益」を指すものと解され、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを

目的とする」とは、受益者が特定されていてはならないことを意味します。 

したがって、「私益」(特定の個人や団体の利益)や、「共益」(構成員相互の利益)を目

的とする活動は受益者が特定されている活動となりますので、除かれるということです。 

例えば、同窓会や同好会などのような共益的な活動は、この「特定非営利活動」には

当たりません。また、「○○さんを救う活動」のように特定された個人のみを対象とし

た活動は、この要件には該当しないことになります。ただし、活動の現実的な受益者が、

事柄の性質上限定されたり、結果として少数であったとしても、活動の目的が「社会全

体の利益」と考えられるような場合には、この要件を満たすものといえるでしょう。(例

えば、「○○病患者を救う活動」を行っている場合で、現時点では、その活動の対象者

が少数であっても将来的に対象人員が広がる可能性があるような場合など。) 

なお、ここでいう「不特定かつ多数のものの利益」の要件の対象は、その団体の活動

の対象となる「受益者」のことであり、「社員」(団体の構成員として総会で議決権を有

する者)とは異なるものです。多くの団体においては、「会員」の名称の下で、一方では

「受益者」を意味すると同時に、他方では「社員」を意味する場合があることから、こ

の区別には十分な注意が必要です。 

「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的」としているかどうかを

判断するに当たっては、提出された書類のうち、定款に記載された目的、特定非営利活

動の種類及びそれに係る事業の種類により確認し、それらが設立趣旨書や事業計画書、

活動予算書と整合がとれているか、等の観点から総合的に判断することとなります。 
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 (法人格取得の要件) 

Ｑ５  特定非営利活動法人として法人格を取得するには、どのような団体でなければ

ならないのか。 

 

Ａ 特定非営利活動法人として法人格が取得できる団体とは、第一に、特定非営利活動を行う

ことを「主たる目的」とする団体でなければなりません。(法第２条第２項本文) 

 第二に、次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものである必要

があります。(法第 2 条第 2 項第 1 号) 

 ① 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 

 ② 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の 3 分の 1 以下であること。 

第三に、その行う活動が次のいずれにも該当する団体である必要があります。(法第 2

条第 2 項第 2 号) 

① 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的

とするものでないこと。 

②  政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするも

のでないこと。 

③ 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある

者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでない

こと。 

さらに、設立の認証に当たっては、上記の要件のほか次の点が審査されます。(法第 12

条第 1 項) 

① 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。 

② 暴力団でないこと、暴力団やその構成員（暴力団の構成員でなくなった日から 5

年を経過しない者を含む。）の統制の下にある団体でないこと。 

③ 10 人以上の社員を有するものであること。 

 

 

 (主たる目的) 

Ｑ６  特定非営利活動を行うことを「主たる目的」としているかどうかはどのように

判断するのか。 

 

Ａ 特定非営利活動を行うことを主たる目的としているかどうかの判断は、原則として申

請者が所轄庁に提出する申請書や定款、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書等の書類

を審査することにより行います。したがって、申請者はこれらの提出書類に、何が「主

たる目的」であるかを所轄庁が判断できるよう具体的に記載する必要があります。 

所轄庁が、提出された個々の書類でどう判断するかについては、次のとおり整理され

ます。 

まず、設立趣旨書や定款上に記載されている目的やその団体が行う特定非営利活動の

種類、それに係る事業の種類などから、その団体が特定非営利活動を行うことを主たる

目的としているかどうかを審査します。 

次に、事業計画書からは、全体の事業量に占める主たる目的とする事業量がどの程度

か、活動の日数や人数、受益対象者の人数や対象範囲などにより審査します。 

また、活動予算書では、全体の事業費に占める主たる目的とする事業費の割合などに

ついて審査します。 
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このように、所轄庁がその法人が特定非営利活動を「主たる目的」としているかどう

かを判断するに当たっては、活動の全体をみながら団体の目的や活動の種類が事業計画

書など個々の書類に反映されているかを書面で審査し、総合的に判断することとしてい

ます。 

 

 

(営利を目的としない) 

Ｑ７  特定非営利活動促進法でいう「営利を目的としないもの」とは、どのような意

味なのか。 

 

Ａ 「営利を目的としない」とは、活動によって得た利益を構成員で配分しないとい

うことを意味します。団体の活動で収益があった場合には、事業費や人件費、交通費な

どの必要経費に充て、さらに剰余金（利益）が生じた場合、構成員（社員、正会員など）

で分けず、次年度の事業に使います。「営利を目的としない」とは、無償でサービス等を

行わなければならないという意味ではありません。 

ただし、類似の労働に対して得られる社会一般で妥当とされている賃金と比較してあ

まりに高額な賃金を受けている場合は利益を分配していると判断されることもあります。 

 

 

 (社員の資格の得喪に関する不当な条件) 

Ｑ８  「社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと」とは、どのような意

味か。 

 

Ａ ｢社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと」とは、その団体の構成員とな

るための資格や条件、あるいは入会や退会の条件などが、不当なものであってはならな

いということです。社員の資格の得喪に関する事項は法第 11 条第 1 項により定款に記載

しなければならないこととなっていますので、具体的な判断は、提出された定款により

行うこととなります。 

この法の目的は「市民が行う自由な社会貢献活動」を促進することであって、できる

だけ多くの市民が本人の意思に基づき自由に入会、退会できるということが原則ですの

で、例えば信者以外の者を一切入会させないというように「排除の論理」をとっている

ものは是認されないということになります。 

 

[その他の事業] 

 (その他の事業) 

Ｑ９  「その他の事業」を行う場合に留意しなければならないことは何か。 

 

Ａ 特定非営利活動法人は、①特定非営利活動に係る事業に支障がないこと、②利益を生

じたときは、特定非営利活動に係る事業のために使用すること、という2つの要件に違反

しない限りにおいて、特定非営利活動に係る事業以外の「その他の事業」を行うことが

認められています。(法第5条第1項) 

 この「その他の事業」とは、特定非営利活動に係る事業に充当するために利益をあげ

る目的で行う事業や、構成員のみを対象とした共益的な事業などが想定されますが、い

ずれの場合でも、特定非営利活動法人として、特定非営利活動が主たる目的となってい
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る必要があります（Ｑ６参照）。また、公序良俗に反する事業や、特定非営利活動に係る

事業の収益費用に影響を及ぼすようなものは認められませんし、生じた利益を本来事業

のために活用しないで構成員に分配するようなことがあれば、営利を目的とした活動に

該当するものと考えられ、法の規定に抵触することとなります。 

 「その他の事業」に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分

し、特別の会計として経理しなければならないものとされています(法第5条第2項)。し

たがって、「その他の事業」を行う場合には、日常の経理を区分するとともに、活動予算

書、活動計算書、貸借対照表など会計書類についても、特定非営利活動に係る事業と区

分する必要があります。 

 なお、特定非営利活動促進法上の「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」

との区分は、法人税法上の「非収益事業」と「収益事業」との区分では、概念が違いま

すので、注意が必要です。法人税法上の収益事業は、①販売業、製造業その他の政令で

定める事業(34業種)で、②継続して、③事業場を設けて営まれるもの、と定義されてい

ます(法人税法第2条第13号)。 

したがって、特定非営利活動法人が法人税法上の収益事業に該当する事業を営んでい

る場合には、たとえその営んでいる事業が法人の本来の目的とするものであっても、そ

の事業から生じる所得については、法人税が課せられることになります。法人税法上の

収益事業に当たるかどうかについては、課税担当窓口等にご相談ください。 
 

 

 [事務所] 

 (主たる事務所の要件) 

Ｑ１０  「主たる事務所」とは、どのような場所をいうのか。 

 

Ａ ｢事務所」とは、一般的には、人又は法人等の事業活動の中心である一定の場所をいい、

法人の代表権、少なくともある範囲内の独立の決定権を有する責任者の所在する場所で

あり、かつ、その場所で継続的に業務が行われていることを必要とすると考えられます。 

 「事務所」であるか否かは、その場所の呼称のいかんにかかわらず、このような機能を備え

ているかどうかという観点から判断されることになります。 

ただし、団体によっては、規模も大小さまざまであって、「事務所」の基準を一律に定め

ることはできませんので、申請団体ごとに個別に判断することとなります。 

｢主たる事務所」とは、そのうちの法人活動、法人事務運営の中心をなす事務所をいいま

す。 

また、特定非営利活動法人は、主たる事務所及び従たる事務所に事業報告書等を備え置く

とともに、社員その他の利害関係人から請求があれば、正当な理由がある場合を除いて、事

業報告書等を閲覧させなければならず、そうした対応が可能な場所である必要がありますの

で、ご注意ください。 

 

 [設立認証申請] 

 (申請手続) 

Ｑ１１  法人の設立認証申請の手続は、どのようにすればよいのか。 

 

Ａ 法人の設立には、設立総会等の会議で設立の意思を確認しなければなりません。 
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この会議では、設立趣旨、定款、役員の選任、設立当初の事業年度及び翌事業年度の

事業計画と活動予算、法第 2 条第 2 項第 2 号及び第 12 条第１項第３号に該当することの

確認等の事項を議案とし、審議したうえ、意思決定をする必要があります。 

この会議の決定に基づき作成された申請書と定款をはじめとする添付書類を所轄庁

へ提出します。(法第 10 条第１項、条例第 2 条、規則第 1 条) 

なお、法人の設立認証の申請には、法及び施行条例・施行規則で定められた書類を提

出する必要があります。（５ページ参照） 

 

 (申請窓口) 

Ｑ１２  法人の設立認証申請は、どこに行えばよいのか。 

 

Ａ 特定非営利活動法人の設立認証の申請は、藤沢市のみに事務所がある場合には、藤沢

市長(窓口は市民自治推進課)あてに行っていただきます。 

 

 

 (申請書の提出) 

Ｑ１３  申請書類の提出に当たって、留意すべきことはあるか。 

 

Ａ 県では、申請書類の受理に当たって、まず、提出すべき書類が備わっており、記載す

べき事項が書かれているかということについて、形式的な確認をさせていただきます。

その際、申請書類に形式的な不備があるような場合には、受理をしても不認証の決定を

行うこととなってしまいますので、書類を再度整えていただき、改めて提出していただ

くこととしております。 

申請に当たっては、「設立認証申請書用チェックリスト」(特定非営利活動法人関係事

務の案内６～７ページ)をご活用いただくなど、書類の内容について十分ご確認をお願

いします。 

また、ご不明な点があれは、市の窓口において、お電話での問い合わせをお受けする

とともに、ある程度の書類が整った際には、面接による事前のご相談を行っております

ので、ご活用ください。(なお、お越しいただく際には、あらかじめご連絡していただ

き、日時のご予約をお願いします。) 

 

 

 (事業年度) 

Ｑ１４  事業年度は任意に決めることができるか。また、事業年度の期間や開始時期

は毎年変更できるか。 

 

Ａ 事業年度の始期及び終期は、団体の意思に基づき定めることができますが、会計書類

の作成や税法その他の法体系が１年間を前提にしているなどのことから、その期間につ

いては、１年間が原則と考えます。 

 なお、事業年度は定款に記載しなければなりませんので、ご注意ください。(法第 11

条第 1 項第 10 号) 

 事業年度の期間や開始時期の変更は、会計書類の作成に影響し、団体の活動状況や財

政状況を不明瞭とするため、慎重にご検討ください。 
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 [公表・縦覧] 

 (公表・縦覧の方法) 

Ｑ１５  法でいう「公表」や「縦覧」は、具体的にはどのように行うのか。 

 

Ａ 法第 10 条第 2 項において、所轄庁は、設立の認証申請書を受理した後、遅滞なく、

法人名や定款に記載された目的などを「公表」するとともに、定款や事業計画書、活動

予算書などを２週間「縦覧」しなければならないと規定されています。(法第 10 条第 2

項) 

「公表」の方法としては、藤沢市では、藤沢市のホームページに法律で定められた次

の公表事項を登載する方法により行います。 

 

  【公表事項】(法第 10 条第 2 項) 

 ① 申請があった旨 

 ② 申請のあった年月日 

 ③ 特定添付書類に記載された事項 

 

また、「縦覧」は、市民自治推進課にて次の縦覧書類をご覧いただくことができます。 

（※②については、住所又は居所を除く。） 

 (規則第 3 条) 

 【縦覧書類】(法第 10 条第２項) 

① 定款 

② 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無

を記載した名簿） 

③ 設立趣旨書 

④ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 

⑤ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 

なお、藤沢市のホームページにおいても、縦覧書類の一部を公開しています。 

〔アドレス http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kurashi/shimin/npo/index.html〕 

 

 [認証の基準] 

 (審査基準) 

Ｑ１６  所轄庁はどのような基準で審査し、認証を行うのか。また、所轄庁によって

審査の基準や運用が異なることはないのか。 

 

Ａ 所轄庁は、認証の申請が以下の(1)から(4)に適合すると認めたときは、設立を認証し

なければならないこととされています。(法第 12 条第 1 項) 

(1) 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。 

(2) 申請に係る特定非営利活動法人が次のいずれにも該当する団体であること。 

① 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。 

② 営利を目的としないものであること。 

③ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 

④ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の 3 分の 1 以下であること。 

⑤ その行う活動が宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するこ

とを主たる目的とするものでないこと。 
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⑥ その行う活動が政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主た

る目的とするものでないこと。 

⑦ その行う活動が特定の公職の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若し

くは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的と

するものでないこと。 

(3) 申請に係る特定非営利活動法人が暴力団又は暴力団若しくはその構成員（暴力団

の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含む。）の統制の下にある団体で

ないこと。 

(4) 申請に係る特定非営利活動法人が 10 人以上の社員を有するものであること。 

 

以上のように、この法律では、認証の基準が法文上明記されており、各所轄庁はその基準

に従って認証を行うので、所轄庁によって審査の基準や運用が大きく異なることはありませ

ん。 

 

 (審査期間) 

Ｑ１７  設立の申請後、どのくらいで認証、不認証が決定されるのか。 

 

Ａ 所轄庁は、認証の申請書を受理した場合には、遅滞なく、申請があった旨や申請のあ

った年月日、特定添付書類に記載された事項を公表するとともに、定款や事業計画書、

活動予算書などを２週間縦覧します。(法第 10 条第 2 項) 

縦覧期間が終了した後、藤沢市では 2 か月以内(申請から２か月半以内)に認証又は不

認証の決定を行うこととなります。(法第 12 条第 2 項) 

 

 [登記] 

 (登記の効力) 

Ｑ１８  特定非営利活動促進法において、「登記」はどのような効力があるか。 

 

Ａ 特定非営利活動法人は、「政令で定めるところにより、登記しなければならない」と規

定されています(法第 7 条第 1 項)。ここでいう「政令」とは、「組合等登記令」(昭和 39

年政令第 29 号)を指し、登記事項や登記の方法などは、この登記令の規定が適用される

こととなります。なお、登記事項は次のとおりです。(登記令第２条) 

① 目的及び業務 

② 名称 

③ 事務所の所在場所 

④ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 

⑤ 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 

⑥ 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 
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特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに

よって成立します (法第 13 条第 1 項) 。 

したがって、特定非営利活動法人としての法人格を取得するのは、設立登記の日から

であり、認証されても登記を行わない場合や、登記が認められない場合には、法人とし

て成立しておりません。 

この設立の登記は、所轄庁の設立の認証後、2 週間以内に行う必要があり(登記令第 3

条第１項)ます。 

なお、認証があった日から６ヶ月を経過しても登記をしないときは、設立認証の取消

対象になります。（法第 13 条第３項） 

登記完了後は遅滞なく、その登記事項証明書、成立時の財産目録、定款、役員名簿、

認証書類の写し、設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書、設立当初の事業年度及

び翌年度の活動予算書、登記をしたことを証する登記事項証明書の写しを添付した届出

書を所轄庁に提出していただくことになります(法第 13 条第 2 項、条例第９条)。 

登記事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができないとされています 

(法第 7 条第 2 項)。例えば、役員変更が法人の内部で決定されていても、それが登記さ

れるまでは、登記上の役員が行った法律行為について、役員変更の事実を知り得なかっ

た善意の第三者に対しては無効を主張することはできません。 

 

 

 [役員] 

 (特定非営利活動法人の役員) 

Ｑ１９  特定非営利活動促進法では、役員の数や選任方法、権限、業務などについて

どのように規定されているのか。 

 

Ａ 特定非営利活動法人は、法人の規模に関係なく役員として、理事 3 人以上及び監事 1

人以上を置く必要があり（法第 15 条）、理事又は監事の定数の 3 分の 1 を超える者が欠

けたときは遅滞なく補充しなければなりません (法第 22 条) 。 

また、役員の任期については、2 年以内において定款で定めることとなっており(法第

24 条)、再任手続を経て続けて役員となることもできます。 

役員の選任方法は法律で特に定められていませんが、定款で定めておくのが一般的で

す。 

また、役員の再任、任期満了、死亡、辞任等により役員に変更があった場合には、そ

の内容を所轄庁に届け出る必要があります。(法第 23 条) 

理事は法人の業務執行責任者であり、法人の業務に関して、それぞれの理事が、対外

的に法人を代表する権限を持ちますが、定款をもってこれを制限することもできます

(法第 16 条)。例えば代表権を持つ理事を理事長に限定するということがこれに当たり

ます。この場合、理事長のみを登記することになります。 

法人の業務の執行については、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決定

されることとなっています。(法第 17 条) 

このように理事の業務や権限につきましては、様々な規定があります。したがって、

理事となる者がその業務や権限を十分承知しておく必要があります。 

また、監事は、理事の業務執行の状況や財産の状況を監査するという責任があり、必

要に応じて社員総会又は所轄庁への報告、社員総会の招集等の権限が与えられています。

これら監事の権限及び業務については法第 18 条で定められており、理事とは異なり権

限や業務を制限することはできません。 
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 (役員の資格) 

Ｑ２０  役員は誰でもなることができるのか。 

 

Ａ 役員になることができない者として、法第 20 条では次のように定められています。 

① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがな 

くなった日から二年を経過しない者 

③ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法 

第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第四十七条第一 

号ハにおいて同じ。）に違反したことにより、又は刑法（明治四十年法律第四十五号） 

第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは 

第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十 

号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はそ 

の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 

④ 暴力団の構成員等 

⑤ 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当 

時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者 

⑥ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定め 

るもの 

また、未成年者であっても役員になることはできると解されますが、法律行為を行う

場合は法定代理人(親権者、後見人)の同意を必要(民法第 4 条)とすることなどから慎重

にご検討ください。(親権者・法定代理人の同意書が必要となります) 

役員については、このほか「役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者

若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び

三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない」

(法第 21 条)と規定されています。 

 

 

 [定款の変更] 

 (定款の変更手続) 

Ｑ２１  定款の変更を行う場合には、どのような手続が必要か。 

 

Ａ 定款の変更は、定款に特別の定めがない限り、社員総数の 2 分の 1 以上が出席した総

会で、出席者の 4 分の 3 以上の多数の議決を得ることが必要です。変更した事項により、

所轄庁への認証申請又は届出をすることになります。認証申請が必要となる変更事項に

ついては、所轄庁が認証することにより効力を発しますので、所定の書類を添えて、所

轄庁に定款変更の認証申請をしなければなりません。(法第 25 条、条例第６条、規則第

８条) 

○所轄庁への認証申請が必要となる変更事項 

（1）目的 

 （2）名称 

（3）特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

（4）主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限る。） 

（5）社員の資格の得喪に関する事項 



66 

 

 

（6）役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く。） 

（7）会議に関する事項 

（8）その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 

（9）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。） 

（10）定款の変更に関する事項 

 ※所轄庁の変更を伴う定款変更の認証申請は、変更前の所轄庁を経由して、変更後の所轄庁へ提出していた

だきます。その際の申請書等の様式は、変更後の所轄庁の様式となります。 

 

○所轄庁への届出が必要となる変更事項 
 

（1）主たる事務所及びその他の事務所の移転・新設（所轄庁の変更を伴うものを除く。） 

（2）役員の定数に係るもの 

（3）資産に関する事項 

（4）会計に関する事項 

（5）事業年度 

（6）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。） 

（7）公告の方法 

（8）法第 11 条第 1 項各号に規定がない事項(合併に関する事項、事務局に関する事項など) 

 

定款の変更については、登記が成立要件とされていませんので、登記を行わなくても

認証を受ければその効力は生じますが、登記事項に関する変更があった場合には、主た

る事務所の所在地において 2週間以内に変更の登記を行うことが必要です。(法第 7条、

組合等登記令第 6 条) 

 

 

 [会計] 

 (会計の原則) 

Ｑ２２  法人の会計は、どのようにすればよいのか。 

 

Ａ 特定非営利活動法人の会計は、次の原則に従って、行わなければならないとされてい

ます。(法第 27 条)  

1 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 

正規の簿記の原則とは、会計記録の正確性を期する上に必要な基準となるべき記録計算

の方法についての原則をいい、次の要件が満たされるものです。 

① 取引記録が、客観的にして証明可能な証拠によって作成されること。 

② 記録計算が正確に行われ、かつ順序区分など体系的に整然と行われること。 

③ 取引記録の結果を総合することによって、簿記の目的に従い、法人の財政状態及

び経営成績あるいは財産管理の状態などを明らかにする財務諸表が作成できるこ

と。 

2 計算書類（活動計算書及び貸借対照表）及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係

る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。 

3 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりに

これを変更しないこと。 

その他の事業に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分し、特

別の会計として経理しなければならないこととなっています。(法第 5 条第 2 項) 
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あわせて、平成 23 年度に、内閣府において、特定非営利活動法人の会計について明確

化を図り、もって市民・特定非営利活動法人・所轄庁の三者にとって分かりやすい会計

のあり方を検討するための「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会」が開

催されました。その検討結果として計算書類等の考え方や様式例・記載例、作成上のチ

ェックポイントなどが盛り込まれた「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究

会報告書」が平成 23 年 11 月に公表されました。 

この研究会報告書で示された基準は、市民に分かりやすい会計報告をめざし、法人特

有な事情を加味したものとして示されました。この基準を採用するかは法人の任意です

が、本案内の参考様式についてもこの研究会報告書から抜粋し、掲載しています。 

「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」は内閣府のホームペー

ジで公表されています。考え方や記載方法等の詳細はそちらをご覧ください。 

〔アドレス http://www.npo-homepage.go.jp/kaigi/kaikeimeikaku-kenkyuu〕 

 

 [情報公開] 

 (法人の義務） 

Ｑ２３  活動内容については、どのような情報が公開の対象となるのか。 

 

Ａ 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの 3 月以内に、前事業年度の次の①～⑥に掲

げる書類を作成し、これらを、作成の日から起算して５年が経過した日を含む事業年度

の末日までの間、主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければなりません。(法第

28 条第 1 項) 

また、⑦～⑩に掲げる書類についても、主たる事務所及び従たる事務所に備え置かな

ければなりません。(法第 28 条第 2 項) 

① 事業報告書 

② 貸借対照表 

③ 活動計算書 

④ 財産目録 

⑤ 年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住

所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した

名簿) 

⑥ 前事業年度の末日における社員のうち 10 人以上の者の氏名及び住所又は居所を

記載した書面 

⑦ 役員名簿 

⑧ 定款 

⑨ 認証書の写し 

⑩ 登記事項証明書の写し 

 さらに、特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から上記の①～⑩の書

類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて､これを閲覧

させなければならないと定められています｡ただし、設立の直後（合併の直後）で①か

ら⑥までの書類が作成されまでの間は、認証申請時の事業計画書及び活動予算書、法人

成立時（合併時）の財産目録を閲覧させることになります。(法第 28 条第 3 項) 

これらの書類の閲覧期間は、原則として、①～⑥については事務所の備置き期間に該

当するもの、⑦～⑩については最新のものを閲覧させれば足りると考えられます。 

この閲覧の拒否ができる「正当な理由」とは、休日や時間外の閲覧請求や、明らかに

不法・不当な目的による閲覧請求等、極めて限定的なものと考えられます。 



68 

 

なお、閲覧の請求ができる「その他の利害関係人」としては、債権者、保証人、法人

と取引等の契約関係があるもの、法人の行為により損害を被って損害賠償請求権を持っ

ているものなどが考えられます。 

 

 (所轄庁における閲覧) 

Ｑ２４  所轄庁に提出し、閲覧の対象となる書類は何か。また、閲覧はどのように行

うのか。 

 

Ａ 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの 3 月以内に、前事業年度の次の書類を所轄

庁に提出しなければなりません。(法第 29 条、条例第８条) 

○事業報告書等 

・事業報告書 

・活動計算書 

・貸借対照表 

・財産目録 

・年間役員名簿（前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住

所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載し

た名簿） 

・前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記

載した書面 
 
また、定款の変更が行われた場合には、遅滞なく次の書類を提出する必要があります。 
 

・定款 ・定款の認証に関する書類の写し ・定款の変更に係る登記事項証明書  

・定款の変更に係る登記事項証明書の写し 
 

所轄庁は、法人から提出を受けたこれらの書類について、閲覧又は謄写の請求があっ

た場合には、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除き、これを閲覧又は謄写させなけ

ればならないと定められています(法第 30 条)。 

ただし、事業報告書等については、過去５年間に提出を受けたものに限ります。 

藤沢市のみに事務所を置く法人の閲覧書類は、市民自治推進課において閲覧することがで

きます。 

  なお、閲覧書類の一部については、内閣府のホームページ上において公開しています。 

〔 内閣府ホームページ 〕 

https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal 

 

 [解散] 

 (解散手続) 

Ｑ２５  法人を解散する場合には、どのような手続をとればよいのか。また、その際

の残余財産の処理方法はどうなるのか。 

 

Ａ 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散します。(法第 31 条第 1 項) 

① 社員総会の決議 

② 定款で定めた解散事由の発生 

③ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

④ 社員の欠亡 
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⑤ 合併 

⑥ 破産手続開始の決定 

⑦ 法第 43 条の規定による設立の認証の取消し 

このうち、③の「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」を事由とする

解散については、所轄庁の認定がなければ効力を生じません。(同条第 2 項) 

なお、法人が解散した場合、その法人は清算法人となり、清算の目的の範囲内におい

て、清算の結了まで存続するものとみなされます。(法第 31 条の 4) 

清算事務の執行にあたる者を清算人と呼び、その主な職務は、次のとおりです。 

(法第 31 条第 4 項、法第 31 条の 9) 

・ 解散事由が①、②、④、⑥の場合には、所轄庁へその旨の届出 

・ 現務の結了(現に継続中の事務を完了させること) 

・ 債権の取立て及び債務の弁済 

・ 残余財産の引渡し 

清算人は、破産手続開始の決定による解散を除き、原則として理事が就任します。た

だし、定款又は総会の決議で別に定めることも可能です。(法第 31 条の 5) 

また、残余財産の帰属先は、合併及び破産手続開始の決定の場合を除き、法第 32 条で

次のとおり決められます。 

(1) (法第 32 条の 3 に基づく)所轄庁に対する清算結了の届出の時に、定款で定めた者

に帰属します。（法第 11 条第 3 項） 

なお、その場合、次の①から⑥のうちから選定すべきことが義務づけられていま

す。 

① 特定非営利活動法人 

② 国又は地方公共団体 

③ 公益社団法人又は公益財団法人 

④ 私立学校法第 3 条に規定する学校法人 

⑤ 社会福祉法第 22 条に規定する社会福祉法人 

⑥ 更生保護事業法第 2 条第 6 項に規定する更生保護法人 

(2) 定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認

証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。 

(3) (1)、(2)の方法により処分されない財産は、国庫に帰属します。 

 

 

 [監督] 

 (報告及び検査の要件) 

Ｑ２６  所轄庁が特定非営利活動法人に対して報告や検査を求めるのはどのような場

合か。また、どのような方法で行うのか。 

 

Ａ 所轄庁が特定非営利活動法人に報告や検査を求めることができるのは、特定非営利活動法

人が、 

① 法令に違反する疑いがあると認められる「相当な理由」があるとき、 

② 法令に基づいてする行政庁の処分に違反する疑いがあると認められる「相当な

理由」があるとき、 

③ 定款に違反する疑いがあると認められる「相当な理由」があるとき、 

    となっています。(法第 41 条) 

このように、単なる違反の｢疑い」だけではなく、｢疑い」があると認められる｢相当な

理由｣がある場合には、報告、検査をすることができるとされています。 
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この｢相当な理由｣とは、客観的にみて十分に違反の疑いがあると考えるだけの事実、

根拠のこととされています。 

ここでいう法令とは本法を含む全ての法令のことで、②の行政庁の処分とは、法第 42

条の改善命令のほかに、特定非営利活動法人が行う事業についての関係法令に基づく行

政庁の処分も含みます。 

この規定による「報告」とは、所轄庁が特定非営利活動法人に対して、本法で作成、

提出等が義務づけられている財産目録、貸借対照表等の書類やその他必要な書類の提出

を求めたり、その内容に関する説明を求めることを言います。また、「検査」とは、所轄

庁の職員が、対象となる特定非営利活動法人の事務所、その他の施設に立ち入り、その

業務若しくは財産の状況や、帳簿、書類その他の物件を検査することを言います。 

なお、検査をする職員は「相当な理由」を記載した書面を特定非営利活動法人の役員

等に提示することとなっているほか、その身分を示す証明書を携帯し関係者に提示する

こととなっています。 

 

 

 (改善命令) 

Ｑ２７  所轄庁は、どのような場合に特定非営利活動法人に対して改善命令を行うこ

とができるのか。 

 

Ａ 所轄庁は、特定非営利活動法人がその活動の実態等において認証の基準を満たしてい

ないと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、

又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期

限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができます(法第

42 条)。これがいわゆる「改善命令」です。 

この「改善のために必要な措置」としては、事業の全部又は一部の停止命令、役員の

解職勧告、その他の指導等の措置を含め、適当と考えられるあらゆる措置が含まれます。 

また、「著しく適正を欠くと認められるとき」とは、特定非営利活動法人の運営が著し

く公共の福祉を害すると認められる場合、特定非営利活動の目的を著しく違反したと認

められる場合等が想定されます。 

 

 

 (認証取消) 

Ｑ２８  所轄庁は、どのような場合に特定非営利活動法人の設立の認証を取り消

すことができるのか。 

 

Ａ 所轄庁は、特定非営利活動法人が、次の 3 つの事由に該当すると認めるときには、設

立の認証を取り消すことができるとされています。(法第 13 条第 3 項、第 43 条第 1 項) 

まず、改善命令をしたにもかかわらず、これに違反した場合であって、かつ、その他

の方法により監督の目的を達することができないときには取消を行うことができます。 

このように、監督の目的を達することができないときの取消しに当たっては、改善命

令を行うことを原則としていますが、例外的な場合として、法令に違反した場合であっ

て、改善命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、

他の方法により監督の目的を達することができないときは、改善命令を経ないでも、当

該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができます。(法第 43 条第 2 項) 
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これは予想し得ない事態が起きた場合であって、緊急を要するときに、所轄庁が臨機

応変に対応できるようにするためです。 

次に、3 年にわたって、事業報告書等の提出を行なわない場合、いわゆる「休眠法人」

に対しても取消しを行うことができるとされています。(法第 43 条第 1 項) 

また、設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から６か月を経過しても主たる

事務所の所在地において設立の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を取り消す

ことができます。(法第 13 条第 3 項) 

 

 

 [税制] 

 (税制上の取扱い) 

Ｑ２９  特定非営利活動法人は、税制上どのように扱われるのか。 

 

Ａ 法人税及び法人事業税については、法人税法上の収益事業(法人税法施行令第 5 条第 1

項に掲げられている 34 業種。以下同じ。)の所得に対しては課税されますが、それ以外

の事業の所得は非課税となっています。 

法人住民税(県民税・市町村民税)については、法人税法上の収益事業を行っている場

合は均等割と法人税割が課税され、法人税法上の収益事業を行っていない場合は均等割

のみが課税されます。 

なお、藤沢市では、法人税法上の収益事業を行っていない法人に対しては、法人市民

税の均等割を減免することとしています。(この減免を受けるためには、申請書の提出が

必要です。) 

詳細については、①法人税については税務署、②法人の県民税・事業税については県

税事務所、③法人市民税については藤沢市の財務部税制課法人市民税担当にご確認くだ

さい。 

 

 

 

〔法改正〕 

（貸借対照表の公告方法について） 

Ｑ３０  貸借対照表の公告はいつから必要ですか。また、現在定款で定めている公告方法

を変える場合、いつまでに定款変更をすればよいか。 

 

Ａ 貸借対照表の公告に係る規定（法第 28 条の２）は平成 30 年 10 月１日施行（以下、「第

２号施行日」といいます。）となり、NPO 法人は第２号施行日以後に作成する貸借対照表

について公告する必要があります。  

ただし、経過措置として、第２号施行日より前に作成した貸借対照表で直近のもの（以

下、「特定貸借対照表」といいます。）についても、公告する必要があります。この場合、

公告のタイミングは、①第２号施行日までに公告する、②第２号施行日以後遅滞なく公

告する、のどちらかを選択していただくこととなります。  

貸借対照表の公告は、定款で定めた方法により行っていただく必要がありますので、

現在定款で定めている公告方法を変更する場合は、①もしくは②の特定貸借対照表の公

告までに、定款を変更する必要があります。 

なお、定款を変更するには社員総会での承認が必要です。 
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Ａ 定款を見た市民や利害関係者にとって当該 NPO 法人の貸借対照表がどのような手段に

より、どのような媒体において公告されているかが明らかになる程度に定めていただく

必要があります。  

   具体的には、①官報に掲載する方法を選択する場合は、例えば、「官報に掲載」と記載

してください。②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を選択する場

合は、例えば、「○○県において発行する○○新聞に掲載」など具体的に記載してくださ

い。③電子公告の方法を選択する場合は、例えば、「この法人のホームページに掲載」、

「内閣府 NPO 法人ポータルサイト（法人入力情報欄）に掲載」など具体的に記載してく

ださい。他方、URL まで定款に記載する必要はありません。 

 

 

Ｑ３２  貸借対照表の公告方法を定款において定める場合、複数の手段を定めること

はできるか。 

 

Ａ 公告方法を「Ａ及びＢによる方法とする」といったように複数の手段を重ねて選択す

ることは可能ですが、「Ａ又はＢによる方法とする」といったように公告方法を選択的

に定めることは認められないと考えられます。 

これは、定款を見た市民や利害関係者がどちらの方法で公告されているかが明らかで

はないためです。 

複数の手段を重ねて定めることができる場合は、｢電子公告及び官報｣又は｢電子公告及

び日刊新聞紙｣のいずれかです。 

 

 

 

Ａ 平成 28 年改正前の特定非営利活動促進法では、NPO 法人は、①債権の申出の催告（法

第 31 条の 10）、②清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始（法第 31 条

の 12）、③合併認証後の債権者へ合併に異議があれば期間内に述べるべきこと（法第 35

条第２項）、において公告することが義務付けられており、①及び②の公告は官報に掲

載してすることとされています。 

法第11条第１項第14号では、定款において公告方法を記載しなければいけないと規定

されています。今回の法改正で新たに加わった貸借対照表の公告も含めて法人としての

公告方法を定款に記載していただくこととなりますが、例えば、「この法人の公告は、

この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の２第

１項に規定する貸借対照表の公告については、○○県において発行する○○新聞に掲載

して行う。」といったように貸借対照表の公告方法のみを別途規定することは可能です。 

Ｑ３１  貸借対照表の公告方法を定款で定める場合、どの程度まで具体的に定める必

要があるか。 

Ｑ３３  貸借対照表の公告以外にも公告事項はありますが、貸借対照表の公告のみを別の

方法とすることを定款に記載できるか。 
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Ａ 電子公告の方法として内閣府令で定める「インターネットに接続された自動公衆送信

装置を使用するもの」（法規第３条の２第１項）とは、要するにインターネット上のウ

ェブサイトに公告事項を掲載することをいいます。当該ウェブサイトは、NPO 法人自身

が管理運営するものでもよいし、第三者が管理運営するものであって当該 NPO 法人が直

接掲載するものや第三者に委託し掲載するものであっても構いません。 

掲載については「不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることが

できる状態に置く」（法第28 条の２第１項第３号）ことが必要ですので、判断に当たっ

ては、例えば、無料で、かつ、事前に登録したパスワード等を入力することなしに閲覧

できる状態にあるのか、法定公告期間中継続して掲載することが可能か、などを踏まえ

る必要があります。 

 

※ 所轄庁が行う内閣府 NPO 法人ポータルサイトへの事業報告書等の掲載は、電子公告に 

 は当たりません。 

 

 

Ａ SNS をはじめインターネットを利用して情報を発信できるサービスが近年増えています

が提供されるサービスの内容や利用規約等はそれぞれ異なっています。電子公告にあたって

は、個々のサービスごとにその内容等を踏まえて電子公告の掲載場所としてふさわしいかど

うかを判断してください。 

例えば、あるNPO 法人がLINE のトークに貸借対照表を投稿した場合、他の人がその貸借

対照表を閲覧するには、サービスを利用するために登録行為をしなければなりません。これ

は、「事前に登録したパスワード等を入力することなしに閲覧できる状態」とは言えません

ので、LINE は電子公告の方法としてふさわしくないと考えられます。 

 

 

Ｑ３６  貸借対照表の公告の方法のうち、「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲

示」（法第28条の２第１項第４号、法規第３条の２第２項）とはどのような

場所が該当しますか。また、マンションや役員の自宅の一室をNPO法人の主た

る事務所としている場合はどのような場所に掲示すればよいか。 

 

Ａ 法第 28 条の２第１項第４号には「不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識

することができる状態」とあるので、利害関係者のみならず広く市民が当該 NPO 法人の

主たる事務所において、容易に貸借対照表にアクセスできる状態にあることが必要と考

えられます。 

したがって、例えば、法人の主たる事務所の掲示板や入口付近に掲示することが相応

しいと考えられます。 

ただし、そのマンションや民家の構造、アクセス容易性などを踏まえて判断されるも

のです。 

 

 

 

Ｑ３４  貸借対照表の公告の方法のうち、電子公告（法第 28 条の２第１項第３号、法規

第３条の２第１項）とはどのようなものか。 

Ｑ３５  電子公告の方法として、ＬＩＮＥを使用する方法は含まれるか。 
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Ｑ３７  貸借対照表の「要旨」（法第 28 条の２第２項）とはどのようなものをいうか。 

 

Ａ 掲載金額の単位については「千円」とするなど、適切な単位をもって公告するものを

いいます。 

また、掲載科目の範囲については、各法人の事業活動の内容、規模、財務状況等の具

体的事情に応じて、各法人ごとに重要な項目に適切に区分し、それぞれの合計額を掲載

した事項を公告するものをいいます。

 




